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平成25年5月

第１回
定例会

平成25年度予算を可決
　　 総額160億8,520万円
=平成25年度予算審査特別委員会で審査=

七　 飯 　町
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　平成25年第1回定例会は、3月6日に招集され、会期
を22日までの17日間と決め開催されました。
　平成25年度の町政執行について町長の施政方針、教
育長の教育行政方針を述べた後、平成25年度一般会計
及び各特別会計、水道事業会計の予算をはじめ、平成
24年度各会計補正予算、条例の制定、改正など議案
28件、承認1件、報告1件を審議し原案どおり可決さ
れました。
　特に平成25年度各会計予算は、予算審査特別委員会
に付託し、各担当課長の出席を求めて7日間審査を行い
審議しました。

　一般質問では3人の議員が質問に立ち、町政に対する
理事者の考えを質したほか、各常任委員会の所管事務
調査報告、七飯町議会災害対策に関する調査特別委員
会、新幹線等建設促進に関する調査特別委員会の最終
報告、任期満了に伴う常任委員の選任、北海道新幹線
等を活用したまちづくりに関する調査特別委員会、七
飯町議会防災・災害対策に関する調査特別委員会、七
飯町学校給食事業に関する調査特別委員会の設置や議
員提出議案として中宮安一町長に対する問責決議、国
や関係機関への意見書1件を審議し原案どおり可決しま
した。
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委員会・特別委員会の構成状況 平成２５年４月１日現在

議 会 運 営 委 員 会

総 務 財 政 常 任 委 員 会

民 生 文 教 常 任 委 員 会

経 済 産 業 常 任 委 員 会

七 飯 町 議 会 の 改 革 に 関 す る 調 査 特 別 委 員 会

七飯町における公募事業に関する調査特別委員会

北海道新幹線等を活用したまちづくりに関する調査特別委員会

七飯町議会防災・災害対策に関する調査特別委員会

七飯町学校給食事業に関する調査特別委員会

※「長」は委員長、「副」は副委員長、「○」は委員、「☆」はオブザーバーです。

　 　 ○ 　 長 　 　 副 ○ 　 　 ○ ○ ○ 　 　 ☆

　 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 副 　 　 長 　 　 　 ○

　 ○ 長 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 副 ○

○ 　 　 　 　 　 　 　 　 副 ○ 　 長 　 ○ 　 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 長 ○ ○ 副 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆

○ ○ 　 長 　 ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ 副 ○ ○ ☆

○ ○ ○ 長 ○ 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 副 ○ ☆

○ 　 　 　 　 ○ ○ ○ 副 　 ○ 　 長 ○ ○ 　 ☆

○ ○ ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 副 ○ ○ ☆
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審議結果

七飯町町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について

障害者自立支援法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

七飯町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

七飯町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例の一部改正について

七飯町国民健康保険税条例の一部改正について

七飯町学童保育クラブ条例の一部改正について

七飯町介護保険料率の特例に関する条例の一部改正について

七飯町道路占用条例の一部改正について

七飯町営住宅の設置条例の一部改正について

七飯町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正について

平成２５年度七飯町一般会計予算

平成２５年度七飯町国民健康保険特別会計予算

平成２５年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算

平成２５年度七飯町介護保険特別会計予算

平成２５年度七飯町下水道事業特別会計予算

平成２５年度七飯町土地造成事業特別会計予算

平成２５年度七飯町水道事業会計予算

平成２４年度七飯町一般会計補正予算（第１４号）

平成２４年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

平成２４年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第３号）

平成２４年度七飯町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

平成２４年度七飯町土地造成事業特別会計補正予算（第１号）

平成２４年度七飯町水道事業会計補正予算（第４号）

平成２４年度七飯町一般会計補正予算（第１５号）

専決処分の承認を求めることについて

町道路線の認定について

町道路線の変更認定について

平成２５年度一般財団法人大沼国際交流協会事業計画及び予算の提出について

平成２５年度地方財政対策に関する意見書

特別委員会設置に関する決議

特別委員会設置に関する決議

特別委員会設置に関する決議

中宮安一町長に対する問責決議

各常任委員会報告

各特別委員会報告

出納検査報告

閉会中の委員会活動の承認について

民生文教常任委員会報告

民生文教常任委員会報告

民生文教常任委員会報告

平成２５年度予算審査

　　　　　特別委員会報告

平成２４年議案第７９号

平成２４年議案第８０号

平成２４年議案第８１号

議案第８号

議案第９号

議案第１０号

議案第１１号

議案第１２号

議案第１３号

議案第１４号

議案第１５号

議案第１６号

議案第１号

議案第２号

議案第３号

議案第４号

議案第５号

議案第６号

議案第７号

議案第１７号

議案第１８号

議案第１９号

議案第２０号

議案第２１号

議案第２２号

議案第２５号

承認第１号

議案第２３号

議案第２４号

報告第１号

発議案第４号

発議案第１号

発議案第２号

発議案第３号

発議案第５号

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

報告済

◎

◎

◎

◎

○

報告済

報告済

報告済

承  認

◎＝全員一致で可決　○＝賛成多数で可決　●＝賛成少数で否決　×＝賛成なしで否決

議　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

案

議　　　件　　　名　　　等 継続審査・調査・その他番　　号結果区　　分

発　

議　

案

そ  の  他

報　　告

七飯町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め
る条例の制定について

七飯町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指
定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準を定める条例の制定について

平成２５年度予算審査
　　　　　特別委員会報告

平成２５年度予算審査
　　　　特別委員会報告

条例改正

条例改正

予　　算

補正予算

そ の 他

そ の 他

意 見 書
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条
例
の
制
定

◆
七
飯
町
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
条
例
制
定
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
条
例
制
定
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
町
道
の
構
造
の
技
術

的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
制

定
地
域
主
権
改
革
一
括
法
に
基

づ
く
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
よ

る
条
例
制
定
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部

改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理

に
関
す
る
条
例

｢

障
害
者
自
立
支
援
法｣

の
法

律
名
が｢

障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律｣

に
改
め

ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
条

例
を
改
正
す
る
た
め
の
条
例
制

定
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
対
策
本
部
条
例

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う

条
例
制
定
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

条
例
一
部
改
正

◆
七
飯
町
町
税
等
の
滞
納
に
対

す
る
制
限
措
置
に
関
す
る
条
例

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置

補
助
金
の
創
設
に
伴
い
、
町
税

等
の
滞
納
者
を
助
成
対
象
外
と

す
る
た
め
の
改
正
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

国
民
健
康
保
険
税
額
の
限
度

額
の
引
き
上
げ
に
伴
う
改
正
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
条
例

峠
下
地
区
に
新
た
に
学
童
保

育
ク
ラ
ブ
を
設
置
す
る
た
め
の

改
正
。平

成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
介
護
保
険
料
率
の
特

例
に
関
す
る
条
例

介
護
保
険
料
等
の
低
所
得
者

の
負
担
軽
減
の
特
例
を
改
正
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
道
路
占
用
条
例

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正

に
よ
り
条
項
に
ず
れ
が
生
じ
た

こ
と
に
よ
る
改
正
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
営
住
宅
の
設
置
条
例

緑
町
団
地
の
解
体
に
伴
う
改

正
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
下
水
道
事
業
受
益
者

分
担
金
に
関
す
る
条
例

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的

機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め

の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関

す
る
法
律
等
の
改
正
に
よ
り
、

国
営
企
業
形
態
が
廃
止
さ
れ
た

こ
と
に
伴
う
改
正
。

平
成
２５
年
４
月
１
日
施
行

平
成
２５
年
度
予
算

平
成
２５
年
度
一
般
会
計
及
び

特
別
会
計
並
び
に
水
道
事
業
会

計
予
算
は
「
平
成
２５
年
度
予
算

審
査
特
別
委
員
会
」
に
審
議
を

付
託
し
、
そ
の
審
査
結
果
の
報

告
書
が
定
例
会
最
終
日
に
提
出

さ
れ
、
一
般
会
計
は
賛
成
多
数

で
可
決
し
、
特
別
会
計
及
び
水

道
事
業
会
計
は
全
員
一
致
で
可

決
し
た
。

補
　
正
　
予
　
算

◆
平
成
２４
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
（
第
１４
号
）

地
域
介
護
福
祉
空
間
整
備
等

施
設
整
備
補
助
金
、
藤
城
小
学

校
教
員
住
宅
建
築
工
事
等
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９
千
３８３
万
６

千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
１００
億
１
千
万
円
と

し
た
。

◆
平
成
２４
年
度
七
飯
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
（
第
４
号
）

療
養
給
付
費
等
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
６
千
４７６
万
１
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
３７
億
４
千
６１４
万
６
千
円
と

し
た
。

◆
平
成
２４
年
度
七
飯
町
介
護
保

険
特
別
会
計
（
第
３
号
）

保
険
事
業
勘
定
の
地
域
密
着

型
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
等
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
千
４２５
万

４
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
２０
億
１
千
６５８
万

１
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
２４
年
度
七
飯
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
千
７６

万
６
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
１０
億
４
千
２００

万
円
と
し
た
。

◆
平
成
２４
年
度
七
飯
町
土
地
造

成
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
千
３３０

万
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
７０
万
円
と
し
た
。

◆
平
成
２４
年
度
七
飯
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

収
益
的
収
入
を
１
千
５００
万
円

追
加
し
４
億
２
千
２５０
万
円
に
、

収
益
的
支
出
を
１
千
５４４
万
３
千

円
減
額
し
４
億
５５０
万
円
に
、
ま

た
、
資
本
的
収
入
を
３９４
万
３
千

円
減
額
し
６
千
４６７
万
９
千
円

に
、
資
本
的
支
出
を
４４９
万
９
千

円
減
額
し
２
億
１
千
４８０
万
７
千

円
と
し
た
。

◆
平
成
２４
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
（
第
１５
号
）

七
飯
町
大
沼
地
域
活
性
化
及

び
定
住
促
進
事
業
補
助
金
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８００
万
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
１００
億
１
千
８００
万
円
と
し
た
。

報
　
　
　
　
告

◆
平
成
２５
年
度
一
般
財
団
法
人

北
海
道
大
沼
国
際
交
流
協
会
事

業
計
画
及
び
予
算

そ

の

他

◆
専
決
処
分
の
承
認

（
平
成
２４
年
度
七
飯
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
１３
号
））

大
沼
小
学
校
屋
内
体
育
館
に

暖
房
器
具
を
増
設
す
る
た
め
の

工
事
請
負
費
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
３４１
万
３
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
９９
億

１
千
６１６
万
４
千
円
と
し
た
。

◆
町
道
路
線
の
認
定

帰
属
及
び
町
道
昇
格
等
に
よ

り
４
路
線
の
認
定
。

◆
町
道
路
線
の
変
更
認
定

宅
地
造
成
の
際
に
道
路
整
備

を
行
い
、
行
き
止
ま
り
道
路
の

解
消
を
図
る
と
と
も
に
、
帰
属

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
一
路
線

を
変
更
認
定
。

発
　
議
　
案

◆
議
員
提
出
議
案
と
し
て
意
見

書
１
件
、
決
議
３
件
が
提
出
さ

れ
、
い
ず
れ
も
可
決
さ
れ
ま
し

た【
意
見
書
】

◎
平
成
２５
年
度
地
方
財
政
対
策

に
関
す
る
意
見
書

審
議
し
て
決
ま
っ
た
こ
と

平
成
25
年
第
１
回
定
例
会

条
例
の
制
定

条
例
一
部
改
正

平
成
25
年
度
予
算

補 

正 

予 

算

報　
　
　

告

発 　

議 　

案

意 　

見 　

書

そ　

の　

他
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委
員
会
構
成
が
変
わ
り
ま
し
た

【
総
務
財
政
常
任
委
員
会
】

委
員
長
　
平
　
松
　
俊
　
一

副
委
員
長
　
坂
　
本
　
　
　
繁

委
　
　
員
　
坂
　
田
　
邦
　
彦

〃
　
　
佐
　
野
　
史
　
人

〃
　
　
青
　
山
　
金
　
助

〃
　
　
畑
　
中
　
静
　
一

【
民
生
文
教
常
任
委
員
会
】

委
員
長
　
牧
　
野
　
喜
代
志

副
委
員
長
　
中
　
川
　
友
　
規

委
　
　
員
　
神
　
﨑
　
和
　
枝

〃
　
　
木
　
下
　
　
　
敏

〃
　
　
林
　
　
　
秀
　
樹

〃
　
　
日
下
部
　
雅
　
一

【
経
済
産
業
常
任
委
員
会
】

委
員
長
　
長
谷
川
　
生
　
人

副
委
員
長
　
上
　
野
　
武
　
彦

委
　
　
員
　
小
　
松
　
義
　
光

〃
　
　
中
　
島
　
勝
　
也

〃
　
　
日
下
部
　
雅
　
一

〃
　
　
横
　
田
　
有
　
一

25

【
特
別
委
員
会
設
置
の
決
議
】

▽
名
称

北
海
道
新
幹
線
等
を
活
用
し

た
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会

▽
設
置
の
目
的

北
海
道
新
幹
線
の
開
業
が

平
成
２７
年
度
を
予
定
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
観
光
振
興
、
企
業

誘
致
、
定
住
促
進
等
新
幹
線
を

活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
関
す

る
調
査
が
必
要
な
た
め
。

▽
構
成
人
員

９
名

▽
活
動
期
間

調
査
が
終
了
す
る
ま
で
、
閉

会
中
も
継
続
し
て
調
査
を
行
う
。

▽
名
称

七
飯
町
議
会
防
災
・
災
害
対

策
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

▽
設
置
の
目
的

七
飯
町
に
お
い
て
も
ゲ
リ
ラ

豪
雨
や
爆
弾
低
気
圧
等
の
発
生

に
よ
り
災
害
が
生
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
議
会
に
お
い
て
も
速

や
か
な
被
害
状
況
の
把
握
と
防

災
・
災
害
対
策
等
の
ま
ち
づ
く
り

に
関
す
る
調
査
が
必
要
な
た
め
。

▽
構
成
人
員

９
名

▽
活
動
期
間

調
査
が
終
了
す
る
ま
で
、
閉

会
中
も
継
続
し
て
調
査
を
行
う
。

▽
名
称

七
飯
町
学
校
給
食
事
業
に
関

す
る
調
査
特
別
委
員
会

▽
設
置
の
目
的

七
飯
町
学
校
給
食
事
業
の
現

状
と
課
題
を
検
証
し
、
今
後
の

学
校
給
食
事
業
の
あ
り
方
に
つ

い
て
調
査
が
必
要
な
た
め

▽
構
成
人
員

議
長
を
除
く
１６
名

▽
活
動
期
間

調
査
が
終
了
す
る
ま
で
、
閉

会
中
も
継
続
し
て
調
査
を
行
う
。

町
長
は
、
平
成
１８
年
４
月
に

初
当
選
を
し
て
か
ら
、
２
期
７

年
間
施
政
方
針
の
な
か
で
「
住

み
た
い
ま
ち
・
住
み
続
け
た
い

ま
ち
”七

飯
町

“」
の
実
現
に

は
町
民
の
力
を
引
き
出
し
、
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

何
卒
、
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
と

町
政
に
臨
む
基
本
姿
勢
と
し
て

町
民
へ
も
協
力
を
求
め
て
き
た

７
年
間
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
２
期
目
の

折
り
返
し
で
あ
る
平
成
２３
年
度

下
期
か
ら
委
託
業
務
の
虚
偽
報

告
や
改
築
工
事
後
の
大
規
模
補

修
工
事
等
の
事
案
を
処
理
し
、

責
任
を
と
る
形
で
減
俸
処
分
を

自
ら
課
し
て
き
た
に
も
拘
ら
ず
、

平
成
２４
年
議
案
７９
号
の
七
飯
町

指
定
地
域
蜜
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
制
定
で
は
、
修
正
案
の
提
出

が
二
転
三
転
し
た
事
や
要
綱
整

備
に
未
着
手
な
ど
、
条
例
提
案

以
前
の
事
務
手
続
き
に
問
題
が

あ
る
。

ま
た
、
平
成
２５
年
度
予
算
審

査
特
別
委
員
会
の
な
か
で
廃
棄

物
収
集
委
託
業
務
の
総
括
質
疑

答
弁
に
到
る
ま
で
に
も
、
工
区

減
の
方
針
が
二
転
三
転
し
て
、

最
終
的
に
平
成
２５
年
１０
月
１
日

よ
り
５
工
区
で
行
う
こ
と
と
す

る
な
ど
、
行
政
事
務
の
改
善
が

見
ら
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
が
、
町
長
と
議
会

そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
活
か
し
政

策
議
論
を
通
し
た
協
働
の
町
政

運
営
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を

町
長
は
理
解
し
て
い
る
の
か
甚

だ
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
最
高
責
任
者
と

し
て
の
指
導
力
不
足
や
特
別
職

と
管
理
職
と
の
連
係
不
足
は
、

今
後
の
町
政
運
営
に
大
き
な
マ

イ
ナ
ス
と
な
り
、
議
会
と
行
政

が
一
つ
に
な
っ
て
豊
か
な
七
飯

町
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。

よ
っ
て
、
中
宮
安
一
町
長
に

猛
省
を
促
す
と
と
も
に
、
そ
の

責
任
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
議
決
す
る
。

七
飯
町
議
会

一
般
会
計
並
び
に
各
特
別
会

計
、
水
道
事
業
会
計
の
出
納
状

況
を
次
の
と
お
り
検
査
し
た
。

平
成
２４
年
１１
月
分
を

１２
月
２５
日
、
２６
日
、
２７
日

平
成
２４
年
１２
月
分
を

１
月
２９
日
、
３０
日
、
３１
日

平
成
２５
年
１
月
分
を

２
月
２６
日
、
２７
日
、
２８
日

検
査
結
果

特
に
指
摘
す
べ
き
事
項
な
し
。

監
査
委
員

永
　
田
　
英
　
利

林
　
　
　
秀
　
樹

中
宮
安
一
町
長
に

　
　
　
　

対
す
る
問
責
決
議

全
文
を
掲
載

監監 

査査 

報報 

告告

監 

査 

報 

告

例  

月  

出  

納  

検  

査

議長あての文書は直接議会事務局へ送付して下さい。

　議会議長あての文書や案内状は、日程の調整をする
必要がありますので直接議会事務局にお送り下さい。

◆送り先　　七飯町本町６丁目１番１号
　　　　　　七飯町議会議長　あて
◆電　話　　６５－５９４７（直通）

議会事務局からのお願い

※全国町村議会議長会表彰
【議員27年以上】

牧  野  喜代志  議員

表　　彰

町村議会議員として地方自治の振
興発展に寄与し、その功績が認め
られ、次の方が表彰されました。

委
員
会
構
成
が

変
わ
り
ま
し
た
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町
内
に
点
在
す
る
公
共
施
設

は
、
各
課
で
維
持
管
理
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後

の
維
持
計
画
と
工
程
、
更
に
具

体
的
方
針
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

①
大
中
山
小
学
校
建
替
え
時
に

町
民
プ
ー
ル
の
併
設
に
つ
い
て

②
消
防
庁
舎
建
替
え
時
に
防
災

対
策
室
の
設
置
に
つ
い
て

③
耐
用
年
数
よ
り
早
く
建
替
え

更
新
す
る
理
由
に
つ
い
て

④
各
施
設
の
建
設
年
度
、
耐
用

年
数
等
の
公
表
に
つ
い
て

⑤
施
設
の
更
新
や
改
修
時
に
多

目
的
や
統
合
を
前
提
に
し
た
協

議
に
つ
い
て

⑥
点
検
管
理
を
専
門
業
者
へ
委

託
す
る
考
え
に
つ
い
て

【
教
育
長
】

①
建
設
計
画
を
立
案
す
る
際
に

地
域
開
放
型
を
前
提
に
、
地
域

の
方
々
の
ご
意
見
を
十
分
に
聞

い
た
う
え
で
判
断
し
た
い
。

【
総
務
課
長
】

②
災
害
対
策
時
に
中
心
施
設
と

な
る
の
は
役
場
庁
舎
で
あ
る

が
、
消
防
庁
舎
改
築
時
に
は
、

そ
の
機
能
を
代
行
で
き
る
よ
う

に
考
慮
し
て
い
る
。

【
都
市
住
宅
課
長
】

③
施
設
の
建
替
え
更
新
は
、
建

物
の
老
朽
度
、
利
用
状
況
や
経

済
性
を
踏
ま
え
判
断
し
て
お
り

ま
す
。

④
建
替
え
計
画
等
の
際
に
は
、

計
画
策
定
し
た
も
の
は
公
表
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外

の
施
設
に
つ
い
て
は
公
表
し
て

お
り
ま
せ
ん
。

⑤
目
的
や
種
類
に
よ
る
が
、
多

目
的
あ
る
い
は
、
統
合
等
を
含

め
て
、
各
課
と
十
分
な
協
議
を

行
い
よ
り
良
い
施
設
づ
く
り
に

努
め
る
。

⑥
現
在
、
施
設
管
理
は
担
当
各

課
で
行
っ
て
お
り
、
専
門
知
識

が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、
建

築
担
当
技
師
が
助
言
を
し
て
お

り
、
現
在
の
管
理
方
法
に
問
題

は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ
大
沼
特
環
下
水
道
事
業
及

び
七
飯
町
公
共
下
水
道
事
業
に

つ
い
て

大
沼
浄
化
セ
ン
タ
ー
は
現
在

更
新
工
事
が
進
捗
し
て
い
る

が
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
や
生

ご
み
処
理
等
、
民
間
事
業
者
と

共
同
で
運
営
で
き
る
事
業
検
討

等
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

か
。

【
水
道
課
長
】

大
沼
浄
化
セ
ン
タ
ー
施
設
の

稼
働
率
は
半
分
程
度
で
、
森
町

地
区
の
下
水
処
理
を
担
う
こ
と

は
可
能
で
あ
る
し
、
排
出
さ
れ

て
い
る
活
性
汚
泥
や
施
設
内
の

空
き
ス
ペ
ー
ス
の
有
効
利
用
が

提
案
さ
れ
れ
ば
検
討
し
て
い

く
。公

共
下
水
道
に
関
し
て
は
、

新
幹
線
車
両
基
地
の
下
水
道
工

事
を
今
年
度
行
う
が
、
将
来
的

に
、
藤
城
・
峠
下
地
域
を
念
頭

に
お
い
た
生
活
排
水
処
理
計
画

は
な
い
。
水
洗
化
の
指
定
地
域

で
あ
り
な
が
ら
、
水
洗
化
が
行

わ
れ
ず
、
生
活
環
境
が
改
善
さ

れ
な
い
場
所
が
み
ら
れ
る
。
そ

の
多
く
は
生
活
困
窮
や
高
齢
な

ど
の
理
由
で
あ
る
が
、
職
員
に

よ
る
訪
問
Ｐ
Ｒ
で
、
粘
り
強
く

説
得
活
動
に
取
り
組
む
。

【
環
境
生
活
課
長
】

大
沼
地
区
活
性
化
ビ
ジ
ョ
ン

や
バ
イ
オ
タ
ウ
ン
構
想
を
持
っ

て
い
る
が
、
浄
化
セ
ン
タ
ー
空

き
ス
ペ
ー
ス
は
２
千
７００
平
方
㍍

程
度
で
、
バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン

事
業
に
は
、
敷
地
面
積
が
足
り

な
い
。

ま
た
、
当
町
は
現
段
階
で
生

ご
み
処
理
を
決
定
し
て
お
ら

ず
、
時
間
を
頂
い
て
研
究
・
検

討
を
行
い
た
い
。

他
に
「
地
域
活
性
化
や
高
齢

者
の
見
守
り
に
つ
な
が
る
支
援

策
の
策
定
、
推
進
に
つ
い
て
」

と
「
高
齢
者
に
よ
る
児
童
生
徒

の
見
守
り
支
援
に
つ
い
て
」
を

質
問
し
て
い
る
。

ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
、
以
下
の
点
に
つ
い

て
町
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

町
と
し
て
、
こ
う
し
た
事
実

を
把
握
し
て
い
る
か
。

町
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
つ

い
て
、
今
後
の
対
処
法
を
ど
う

考
え
て
い
る
の
か
。

【
環
境
生
活
課
長
】

こ
の
件
に
つ
い
て
、
町
は
把

握
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

函
館
ク
レ
ー
射
撃
協
会
に
事
実

確
認
を
し
た
と
こ
ろ
内
容
に
つ

い
て
は
ほ
ぼ
事
実
で
あ
る
と
の

回
答
を
得
て
お
り
ま
す
。

樹
木
の
伐
採
の
問
題
に
つ
い

て
は
現
在
土
地
の
所
有
者
が
裁

判
を
起
こ
し
て
お
り
係
争
中
と

の
事
で
す
。

廃
棄
物
や
焼
却
の
件
に
つ
い

て
は
、
北
海
道
と
警
察
に
確
認

を
し
た
と
こ
ろ
、
昨
年
７
月
北

海
道
と
警
察
が
立
ち
入
り
調
査

を
し
、
函
館
ク
レ
ー
射
撃
協
会

に
改
善
指
導
を
行
っ
た
結
果
、

速
や
か
に
撤
去
、
処
理
さ
れ
た

た
め
事
務
処
理
は
終
了
済
み
で

あ
る
と
回
答
を
得
て
お
り
ま
す
。

射
撃
場
の
土
地
に
隣
接
し
て

町
有
地
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在

現
地
へ
の
道
路
は
除
雪
さ
れ
て

い
な
い
事
か
ら
、
場
所
の
特
定

が
出
来
な
い
状
況
で
す
の
で
、

雪
解
け
を
待
っ
て
確
認
を
し
た

い
。設

置
場
所
が
町
有
地
で
あ
る

事
が
確
認
さ
れ
た
ら
、
使
用
者

に
対
し
て
適
切
な
対
応
を
し
て

ま
い
り
た
い
。

【
町
長
】

１７
年
間
も
、
こ
う
し
た
事
を

把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
管
理
と
い
う
部
分
で

謝
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

と
思
う
。

役
員
名
簿
の
提
出
を
求
め
ら

れ
た
件
に
つ
い
て
は
、
町
と
の

関
係
が
は
っ
き
り
し
た
時
点
で

は
、
射
撃
協
会
の
方
に
役
員
名

簿
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
出

来
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
他
、「
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
の
運
用
上
に
お
け
る

低
所
得
者
救
済
対
策
に
つ
い

て
」、「
保
育
料
減
免
の
実
施
に

つ
い
て
」
質
問
し
て
い
る
。

一 般 質 問

AQ&

平　

松　

俊　

一  

議 

員

大
中
山
小
改
築
時
に
町
民
プ
ー
ル
の
設
置
に
つ
い
て

地
域
住
民
の
方
々
と
の
検
討
を
前
提
に
考
え
る

QA

AQ&

上　

野　

武　

彦  

議 

員

QA
山
間
地
に
お
け
る
土
地
の
不
法
使
用
問
題
に
つ
い
て

調
査
を
し
、適
切
に
対
処
し
た
い

七
飯
町
字
大
川
７８１
番
地
の
山

地
で
、
土
地
を
借
用
し
て
い
る

団
体
、
函
館
ク
レ
ー
射
撃
協
会

が
土
地
の
利
用
に
関
し
て
、
次

の
よ
う
な
問
題
を
お
こ
し
て
ト

ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
い
る
。

⑴
同
団
体
は
、
地
主
が
５４
年
前

に
植
樹
し
た
落
葉
樹
を
１４０
本
以

上
も
無
断
で
伐
採
し
、
敷
地
内

に
重
機
で
穴
を
掘
り
、
埋
め
よ

う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
貸
主

に
発
見
さ
れ
て
い
る
。

⑵
掘
っ
た
穴
に
は
、
農
業
用
ビ

ニ
ー
ル
や
資
材
、
伝
票
な
ど

様
々
な
ゴ
ミ
が
不
法
投
棄
さ
れ

て
い
た
。

ま
た
、
現
場
に
設
置
さ
れ
た
焼

却
炉
で
使
用
済
み
薬
莢
や
廃

油
、
椅
子
、
テ
ー
ブ
ル
、
伝
票

な
ど
が
焼
却
処
分
さ
れ
て
い
た
。

⑶
同
団
体
は
、
隣
接
す
る
町
有

地
に
無
断
で
燃
料
タ
ン
ク
と
発

電
機
を
設
置
し
、
長
年
に
わ
た

り
使
用
し
て
き
た
。

⑷
山
間
地
の
こ
と
で
は
あ
る

が
、
こ
の
様
に
や
り
放
題
に
し

た
こ
の
団
体
の
役
員
が
、
函
館

市
や
七
飯
町
で
社
会
的
に
重
要

な
役
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
か

ら
も
大
き
な
社
会
問
題
と
言
わ
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七
飯
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る

農
業
は
、
豊
か
な
水
資
源
と
農

業
者
が
守
り
育
て
た
ク
リ
ー
ン

で
安
全
・
安
心
な
農
畜
産
物
を

生
産
・
供
給
し
て
お
り
、
地
域

の
食
糧
基
地
の
一
翼
と
地
域
経

済
を
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い

る
。町

と
し
て
、
こ
の
重
要
な
農

業
を
守
り
、
活
か
し
、
活
力
あ

る
農
業
振
興
と
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
点

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

⑴
農
業
資
源
を
活
用
し
た
多
様

な
町
民
農
園
の
提
供
に
つ
い
て

①
七
飯
町
の
遊
休
農
地
、
耕
作

放
棄
地
の
過
去
５
年
の
推
移
は

②
遊
休
農
地
を
活
用
し
た
家
庭

菜
園
、
農
業
体
験
、
農
作
業
を

通
し
た
教
育
と
食
育
、
福
祉
的

活
用
、
医
療
上
の
効
果
も
認
め

ら
れ
る
園
芸
療
法
、
余
暇
等
を

利
用
し
た
滞
在
型
農
園
な
ど

は
、
定
住
促
進
の
足
が
か
り
と

な
る
。
現
代
の
社
会
背
景
は
、

高
齢
ス
ト
レ
ス
社
会
と
言
わ
れ

る
、
土
い
じ
り
は
、
ス
ト
レ
ス

な
ど
の
改
善
、
心
身
の
活
動
性

の
向
上
や
ス
ト
レ
ス
の
解
消
に

寄
与
す
る
こ
と
か
ら
、
町
民
農

園
を
開
設
す
る
考
え
は
な
い
か

⑵
「
農
の
あ
る
暮
ら
し
」
の
た

め
、
優
良
田
園
住
宅
の
推
進
と

生
活
環
境
の
変
化
に
合
わ
せ
た

住
環
境
の
応
援
つ
い
て

⑶
農
産
物
加
工
場
の
整
備
に
つ

い
て

①
地
域
で
生
産
さ
れ
た
農
畜
産

物
の
安
定
生
産
、
高
付
加
価
値

化
を
図
り
、
６
次
産
業
促
進
、

地
域
農
産
物
、
特
産
品
の
開
発

研
究
、
地
産
地
消
と
地
域
の
交

流
の
場
と
し
て
積
極
的
に
進
め

る
考
え
は
な
い
か

②
七
飯
町
が
誇
れ
る
基
幹
産
業

を
活
用
す
る
「
農
業
、
商
工
、

官
民
」
が
連
携
し
、
総
力
を
結

集
、地
域
の
生
産
品
の
直
売
所
、

地
産
地
消
と
観
光
名
所
を
あ
わ

せ
持
つ
複
合
施
設
の
整
備
の
進

捗
状
況
は

【
農
林
水
産
課
長
】

⑴
①
平
成
２０
年
か
ら
２２
年
度
は

６８
．
２
㌶
、
２４
年
度
が
８５
．
３

㌶
と
な
っ
て
い
る
。

⑴
②
規
模
拡
大
の
た
め
の
施
策

を
展
開
し
遊
休
農
地
の
解
消
に

努
め
て
ま
い
り
た
い
。
国
に
お

い
て
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
市
民

農
園
の
設
置
に
助
成
制
度
を
設

け
て
い
る
。
相
談
が
あ
れ
ば
農

業
委
員
会
と
連
携
を
図
り
支
援

し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い

る
。

【
都
市
住
宅
課
長
】

⑵
現
在
の
と
こ
ろ
ニ
ー
ズ
は
熟

成
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い

る
。
既
存
の
空
き
家
・
空
き
地

バ
ン
ク
の
活
用
や
民
間
活
力
を

生
か
し
た
い
。
今
後
新
幹
線
や

企
業
進
出
な
ど
の
状
況
を
見
な

が
ら
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
活

用
を
考
え
て
ま
い
り
た
い
。

【
町
長
】

⑶
①
地
域
産
品
の
安
定
生
産
や

６
次
産
業
推
進
に
向
け
、
七
飯

町
物
産
振
興
協
議
会
の
設
立
準

備
を
進
め
て
い
る
。
地
場
産
品

や
加
工
品
を
各
種
イ
ベ
ン
ト
に

今
ま
で
以
上
発
信
さ
ら
な
る
地

域
活
性
を
図
る
。

農
業
生
産
者
や
食
品
加
工
業

者
、
行
政
で
連
携
し
て
い
く
。

総
力
あ
げ
て
町
づ
く
り
を
し
て

ま
い
り
た
い
。

⑶
②
町
民
に
支
持
さ
れ
る
、
地

場
産
品
を
販
売
で
き
る
観
光
名

所
や
特
産
品
を
多
く
の
方
に
Ｐ

Ｒ
で
き
る
複
合
施
設
の
整
備

は
、
民
間
企
業
と
の
連
携
も
含

め
検
討
を
加
速
さ
せ
る
。

民
生
文
教
常
任
委
員
会

１
．
事
件
名

平
成
２４
年
議
案
第
７９
号
　
七
飯

町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

２
．
審
査
の
経
過

平
成
２４
年
１２
月
２５
日
、
平
成

２５
年
１
月
２８
日
、
２
月
６
日
、

２
月
１２
日
、
２
月
２５
日
、
２
月

２７
日
、
３
月
４
日
の
７
日
間
、

委
員
会
を
開
催
し
、
町
長
、
副

町
長
、
福
祉
課
長
の
出
席
を
求

め
審
査
を
行
な
っ
た
。

３
．
決
定
及
び
理
由

⑴
決
　
　
定
　
　
修
正
可
決

⑵
修
正
内
容

第
３
条
に
次
の
１
項
を
加
え

る
。

「
３
　
法
第
７８
条
の
２
第
４
項

第
１
号
の
条
例
で
定
め
る
者

は
、
法
人
と
す
る
。」

第
６
条
第
２
項
中
「
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
（
平
成
１８
年
厚
生
労
働
省

令
第
３４
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う
。）
第
３
条
の
４
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

臣
」
を
「
町
長
」
に
改
め
る
。

第
４７
条
第
２
項
中
「
省
令
第
６

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生

労
働
大
臣
」
を
「
町
長
」
に
改

め
る
。

第
６２
条
第
２
項
中
「
省
令
第
４

３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
別

に
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
別
に

町
長
」
に
改
め
る
。

第
６６
条
第
２
項
中
「
厚
生
労
働

大
臣
」
を
「
町
長
」
に
改
め
る
。

第
６８
条
第
４
項
中
「
省
令
第
４９

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
別
に

厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
別
に
町

長
」
に
改
め
る
。

第
８２
条
第
１１
項
中
「
省
令
第
６３

条
第
１１
項
の
規
定
に
よ
り
別
に

厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
別
に
町

長
」
に
改
め
、
同
条
第
１２
項
中

「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
町
長
」

に
改
め
る
。

第
８３
条
第
３
項
中
「
省
令
第
６４

条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
別
に

厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
別
に
町

長
」
に
改
め
る
。

第
８４
条
中
「
省
令
第
６５
条
の
規

定
に
よ
り
別
に
厚
生
労
働
大

臣
」
を
「
別
に
町
長
」
に
改
め

る
。

第
９０
条
第
４
項
中
「
省
令
第
７１

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
別
に

厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
別
に
町

長
」
に
改
め
る
。

第
１５２
条
第
１
項
中
第
９
号
を
第

１０
号
と
し
、
第
１
号
か
ら
第
８

号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
１
号
と
し
て
次
の
１
号

を
加
え
る
。

「（
１
）
入
所
定
員
は
、
２９
人
以

下
と
す
る
。」

⑶
理
　
　
由

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例（
以
下「
条
例
」と
い
う
。）

は
、
こ
れ
ま
で
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

一 般 質 問

AQ&

神　

﨑　

和　

枝  

議 

員

農
業
振
興
と
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

さ
ら
な
る
地
域
活
性
化
を
図
る

QA

議
案
審
査
の
結
果
報
告

議
案
審
査
の
結
果
報
告

議
案
審
査
の
結
果
報
告

議
案
審
査
の
結
果
報
告

議
案
審
査
の
結
果
報
告

民
生
文
教
常
任
委
員
会

平
成
２４
年
１２
月
１３
日
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
当
委
員
会

に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
を
、
下
記
の

と
お
り
報
告
す
る
。
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に
関
し
て
は
、
介
護
保
険
法

（
平
成
９
年
法
律
第
１２３
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。）
第
７８
条

の
４
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町

村
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
１８

年
厚
生
労
働
省
令
第
３４
号
。
以

下
「
省
令
」
と
い
う
。）
で
定

め
る
基
準
に
基
づ
き
整
備
を
進

め
て
い
た
も
の
を
、
第
２
次
地

域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴

い
、
省
令
を
参
酌
し
て
当
該
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と

な
っ
た
た
め
制
定
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

法
は
、
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず

る
心
身
の
変
化
に
起
因
す
る
疾

病
等
に
よ
り
要
介
護
状
態
と
な

り
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等

の
介
護
、
機
能
訓
練
等
並
び
に

看
護
及
び
療
養
上
の
管
理
そ
の

他
の
医
療
を
要
す
る
者
等
に
つ

い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
尊
厳
を

保
持
し
、
そ
の
有
す
る
能
力
に

応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要

な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
給
付
を
行

う
た
め
、
国
民
の
共
同
連
帯
の

理
念
に
基
づ
き
介
護
保
険
制
度

を
設
け
、
そ
の
行
う
保
険
給
付

等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定

め
、
も
っ
て
国
民
の
保
健
医
療

の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

法
第
７８
条
の
４
は
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基

準
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、

第
１
項
で
は
厚
生
労
働
省
令
で

従
事
す
る
従
業
者
数
を
、
第
２

項
で
は
厚
生
労
働
大
臣
で
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
て
い
た
も
の
を
、
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と

改
正
さ
れ
て
い
る
。

条
例
は
、
２０２
条
で
章
立
て
の

構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
１
章

は
総
則
、
第
２
章
か
ら
第
９
章

ま
で
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

ご
と
の
基
準
を
規
定
し
て
お

り
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

第
１
章
　
総
則
（
第
１
条
ー
第

３
条
）

第
２
章
　
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
（
第
４
条

ー
第
４４
条
）

第
３
章
　
夜
間
対
応
型
訪
問
介

護
（
第
４５
条
ー
第
５９
条
）

第
４
章
　
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
（
第
６０
条
ー
第
８０
条
）

第
５
章
　
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
（
第
８１
条
ー
第
１０８
条
）

第
６
章
　
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護（
第
１０９
条
ー
第
１２８
条
）

第
７
章
　
地
域
密
着
型
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
（
第
１２９
条

ー
第
１４９
条
）

第
８
章
　
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

（
第
１５０
条
ー
第
１８９
条
）

第
９
章
　
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

（
第
１９０
条
ー
第
２０２
条
）

第
２
章
か
ら
第
９
章
ま
で

は
、そ
れ
ぞ
れ
基
本
方
針（
等
）、

人
員
に
関
す
る
基
準
、
設
備
に

関
す
る
基
準
、
運
営
に
関
す
る

基
準
が
規
定
し
て
お
り
、
そ
の

他
に
第
２
章
の
定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
で

は
、
連
携
型
指
定
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の

人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

の
特
例
、
第
８
章
の
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
の
基
本
方
針
並
び
に
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

規
定
し
て
い
る
。

修
正
内
容
の
１
点
目
は
、
条

例
の
本
文
に
「
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
研
修
」
と
「
町
長
が

定
め
る
研
修
」
が
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
厚
生
労
働
大
臣
が
省
令

で
定
め
る
研
修
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
整
合
性
を
図
る
た
め
「
町

長
」に
統
一
す
る
も
の
で
あ
り
、

町
長
が
定
め
る
研
修
を
告
示
す

る
こ
と
と
な
る
。

次
に
、
修
正
内
容
の
２
点
目

は
、
別
の
条
例
で
定
め
る
こ
と

も
検
討
し
て
い
た
法
第
７８
条
の

２
第
４
項
第
１
号
に
お
い
て
規

定
し
て
い
る
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
本

条
例
第
３
条
の
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
一
般
原
則

に
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
設
備
に
関
す
る

基
準
の
第
１５２
条
に
入
所
定
員
を

追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
条

例
が
煩
雑
化
と
な
ら
な
い
こ
と

か
ら
、
追
加
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

本
条
例
の
審
査
で
は
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
等
の
設
置
基
準
を

「
住
宅
地
又
は
住
宅
地
と
同
程

度
に
利
用
者
の
家
族
や
地
域
住

民
と
の
交
流
の
機
会
が
確
保
さ

れ
る
地
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
国
の
基
準
を
参
酌
し

て
規
定
し
て
い
る
が
、
具
体
的

な
立
地
条
件
に
つ
い
て
は
難
し

い
と
町
側
が
答
弁
し
た
こ
と
に

よ
り
、
委
員
か
ら
は
、
一
度
選

定
し
た
事
業
所
を
取
り
消
し
た

事
実
も
あ
り
、
具
体
的
な
立
地

条
件
を
示
さ
な
い
の
は
誠
に
遺

憾
で
あ
り
、
整
合
性
が
取
れ
な

い
と
の
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
町
は
、
改
め
て
検
討
し
た

結
果
、
庁
舎
内
の
関
係
機
関
、

町
内
会
等
の
地
域
関
係
機
関
及

び
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営

委
員
会
に
お
い
て
協
議
し
、
平

成
２５
年
６
月
末
を
目
途
に
要
綱

等
を
制
定
し
た
い
と
の
考
え
を

よ
う
や
く
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
委
員
か
ら
条
例
を
慎

重
審
査
す
る
た
め
、
施
行
期
日

が
平
成
２５
年
４
月
１
日
以
降
に

な
っ
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、
渡
島
総
合
振
興

局
か
ら
厚
生
労
働
省
に
確
認
済

み
事
項
と
し
て
、
平
成
２５
年
４

月
１
日
ま
で
市
町
村
が
制
定
す

る
責
務
が
あ
り
、
期
限
ま
で
制

定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
想

定
し
て
い
な
い
と
と
も
に
市
町

村
に
お
い
て
議
会
議
論
等
に
所

要
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら

１
年
間
の
経
過
措
置
を
設
け
て

お
り
、
当
該
期
間
内
に
制
定
す

る
よ
う
努
め
て
い
た
だ
き
た
い

と
の
回
答
を
得
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た
と

こ
ろ
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
は
省
令
で

定
め
る
基
準
を
参
酌
し
た
も
の

で
あ
り
、
修
正
内
容
も
条
例
全

体
の
整
合
性
を
図
る
た
め
及
び

本
条
例
に
追
加
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
り
や
す
く
な
る
こ
と
、

条
例
の
施
行
日
が
平
成
２５
年
４

月
１
日
以
降
に
な
っ
た
場
合

は
、
事
業
所
及
び
利
用
者
へ
の

影
響
が
大
き
い
こ
と
を
踏
ま

え
、
採
決
し
た
結
果
、
賛
成
多

数
で
修
正
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

な
お
、
採
決
に
お
い
て
反
対

し
た
委
員
か
ら
は
、
第
２
次
地

域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
よ
り

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
が
平

成
２４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ

れ
、
１
年
間
の
経
過
措
置
が
設

け
ら
れ
て
お
り
、
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
施
設
の
取
り
消

し
を
例
に
と
っ
て
も
、
本
条
例

を
提
案
す
る
時
点
で
適
切
な
運

用
を
図
る
た
め
に
も
要
綱
等
の

整
備
は
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
本
条
例
の
提
案
に
向
け
て

の
事
務
は
怠
慢
に
値
す
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
容
認
で
き
な
い
と

の
意
見
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
委
員
か
ら
は
、
条
例

の
審
査
中
に
申
し
出
の
あ
っ
た

修
正
箇
所
を
変
更
し
た
こ
と
や

他
の
委
員
会
で
の
発
言
に
食
い

違
い
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、

審
査
に
混
乱
を
招
い
た
こ
と
は

誠
に
遺
憾
で
あ
る
と
の
意
見
が

多
数
を
占
め
る
と
と
も
に
、
条

例
提
案
及
び
委
員
会
に
資
料
を

提
出
す
る
前
に
き
ち
ん
と
条
例

の
精
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
こ

と
及
び
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
等
の
設
置
基
準
に
係
る
要

綱
等
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
逐

次
議
会
に
情
報
提
供
す
る
こ
と

を
申
し
添
え
る
も
の
で
あ
る
。
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１
．
事
件
名

平
成
２４
年
議
案
第
８０
号
　
七

飯
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

２
．
審
査
の
経
過

平
成
２４
年
１２
月
２５
日
、
平
成

２５
年
１
月
２８
日
、
２
月
６
日
、

２
月
１２
日
、
２
月
２５
日
、
２
月

２７
日
、
３
月
４
日
の
７
日
間
、

委
員
会
を
開
催
し
、
町
長
、
副

町
長
、
福
祉
課
長
の
出
席
を
求

め
審
査
を
行
な
っ
た
。

３
．
決
定
及
び
理
由

⑴
決
　
　
定
　
　
修
正
可
決

⑵
修
正
内
容

第
３
条
に
次
の
１
項
を
加
え

る
。「

３
　
法
第
１１５
条
の
１２
第
２

項
第
１
号
の
条
例
で
定
め
る
者

は
、
法
人
と
す
る
。」

⑶
理
　
　
由

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
（
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。）
は
、
こ
れ

ま
で
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る

基
準
に
関
し
て
は
、
介
護
保
険

法
（
平
成
９
年
法
律
第
１２３
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
１１５

条
の
１４
の
規
定
に
基
づ
き
、
市

町
村
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関

す
る
基
準
（
平
成
１８
年
厚
生
労

働
省
令
第
３６
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。）
で
定
め
る
基
準
に

基
づ
き
整
備
を
進
め
て
い
た
も

の
を
、
第
２
次
地
域
主
権
一
括

法
の
施
行
に
伴
い
、
省
令
を
参

酌
し
て
当
該
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
制

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
は
、
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず

る
心
身
の
変
化
に
起
因
す
る
疾

病
等
に
よ
り
要
介
護
状
態
と
な

り
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等

の
介
護
、
機
能
訓
練
等
並
び
に

看
護
及
び
療
養
上
の
管
理
そ
の

他
の
医
療
を
要
す
る
者
等
に
つ

い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
尊
厳
を

保
持
し
、
そ
の
有
す
る
能
力
に

応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要

な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
給
付
を
行

う
た
め
、
国
民
の
共
同
連
帯
の

理
念
に
基
づ
き
介
護
保
険
制
度

を
設
け
、
そ
の
行
う
保
険
給
付

等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定

め
、
も
っ
て
国
民
の
保
健
医
療

の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

法
第
１１５
条
の
１４
は
指
定
地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
の
基
準
に
つ
い
て
規
定
し

て
お
り
、
第
１
項
で
は
厚
生
労

働
省
令
で
従
事
す
る
従
業
者
数

を
、
第
２
項
で
は
厚
生
労
働
大

臣
で
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

て
い
た
も
の
を
、
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
こ
と
と
改
正
さ
れ

て
い
る
。

条
例
は
、
９０
条
で
章
立
て
の

構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
１
章

は
総
則
、
第
２
章
か
ら
第
４
章

ま
で
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
ご
と
の
基
準
を
規
定

し
て
お
り
、
そ
の
概
要
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

第
１
章
　
総
則
（
第
１
条
ー
第

３
条
）

第
２
章
　
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
（
第
４
条
ー
第

４２
条
）

第
３
章
　
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
（
第
４３
条
ー

第
６９
条
）

第
４
章
　
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
（
第
７０
条

ー
第
９０
条
）

第
２
章
か
ら
第
４
章
ま
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
基
本
方
針
、
人
員
に

関
す
る
基
準
、
設
備
に
関
す
る

基
準
、
運
営
に
関
す
る
基
準
、

介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を

規
定
し
て
い
る

修
正
内
容
は
、
別
の
条
例
で

定
め
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
た

法
第
１１５
条
の
１２
第
２
項
第
１
号

に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
指
定
を
本
条
例
第

３
条
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
一
般
原

則
に
追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
条
例
が
煩
雑
化
と
な
ら
な

い
こ
と
か
ら
、
追
加
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
例
の
制
定
に
伴
う
影

響
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
実
施

し
て
い
る
事
業
所
は
、
も
と
も

と
省
令
の
基
準
に
基
づ
い
て
事

業
を
実
施
し
て
お
り
影
響
が
な

い
と
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関

す
る
基
準
は
省
令
で
定
め
る
基

準
を
参
酌
し
た
も
の
で
あ
り
、

修
正
内
容
も
本
条
例
に
追
加
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
解
り
や
す
く

な
る
こ
と
、
条
例
の
施
行
日
が

平
成
２５
年
４
月
１
日
以
降
に
な

っ
た
場
合
は
、
事
業
所
及
び
利

用
者
へ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と

を
踏
ま
え
、
採
決
し
た
結
果
、

賛
成
多
数
で
修
正
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
た
。

な
お
、
採
決
に
お
い
て
反
対

し
た
委
員
か
ら
は
、
平
成
２４
年

議
案
第
７９
号
と
関
連
し
て
、
第

２
次
地
域
主
権
一
括
法
の
施
行

に
よ
り
介
護
保
険
法
の
一
部
改

正
が
平
成
２４
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
さ
れ
、
１
年
間
の
経
過
措

置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
条
例
の
提
案
に
向
け
て

の
事
務
は
怠
慢
に
値
す
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
容
認
で
き
な
い
と

の
意
見
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
条
例
の
審
査
中
に
申

し
出
の
あ
っ
た
修
正
箇
所
を
変

更
し
た
こ
と
や
他
の
委
員
会
で

の
発
言
に
食
い
違
い
が
生
じ
た

こ
と
に
よ
り
、
審
査
に
混
乱
を

招
い
た
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
あ

り
、
条
例
提
案
及
び
委
員
会
に

資
料
を
提
出
す
る
前
に
き
ち
ん

と
条
例
の
精
査
を
行
う
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
も
の

で
あ
る
。

経
済
産
業
常
任
委
員
会

１
．
事
件
名

平
成
２４
年
議
案
第
８１
号
　
七

飯
町
町
道
の
構
造
の
技
術
的
基

準
等
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

２
．
審
査
の
経
過

平
成
２４
年
１２
月
２６
日
、
平
成

２５
年
１
月
１８
日
、
２
月
１
日
、

２
月
１５
日
、
２
月
２６
日
の
５
日

間
、
委
員
会
を
開
催
し
、
土
木

課
長
、
土
木
課
参
事
の
出
席
を

求
め
て
審
査
を
行
っ
た
。

３
．
決
定
及
び
理
由

⑴
決
　
　
定
　
　
修
正
可
決

⑵
修
正
内
容

第
１
条
中
「
道
路
標
識
の
寸

法
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。」
を

「
道
路
標
識
の
寸
法
並
び
に
高

齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の

円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
１８
年
法
律
第
９１
号
）
第

１０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

経
済
産
業
常
任
委
員
会
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き
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移

動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る

道
路
（
七
飯
町
が
管
理
す
る
道

路
を
い
う
。）
の
構
造
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。」
に
改
め
る
。

第
４
条
中
「
定
め
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。」
を
「
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。」
に
改
め
る
。

第
６
条
第
５
項
中
「
す
る
。」
を

「
す
る
も
の
と
す
る
。」
に
改
め

る
。

第
２４
条
の
表
中
「
３
種
」
を

「
第
３
種
」
に
改
め
る
。

第
２７
条
第
１
項
中
「
自
転
車
道

等
及
び
歩
道
」
を
「
自
転
車
道
、

自
転
車
歩
行
者
道
及
び
歩
道
」

に
改
め
る
。

第
４５
条
第
４
項
中
「
第
３
条
か

ら
第
１３
条
ま
で
」
を
「
第
３
条
、

第
５
条
か
ら
第
１３
条
ま
で
」
に

改
め
る
。

第
４６
条
の
次
に
次
の
１
条
を
加

え
る
。

「（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動

等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
道

路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
）

第
４７
条
　
高
齢
者
、
障
害
者
等

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
第
１０
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
高

齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の

円
滑
化
の
促
進
に
係
る
道
路
の

構
造
に
関
す
る
基
準
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。」

⑶
理
　
　
由

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
町
道
の
構
造
の
技
術
的
基

準
等
を
定
め
る
条
例
は
、
こ
れ

ま
で
市
町
村
道
の
構
造
の
技
術

的
基
準
に
関
し
て
は
、
道
路
法

（
昭
和
２７
年
法
律
第
１８０
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。）
第
３０
条

第
３
項
、
道
路
構
造
令
（
昭
和

４５
年
政
令
第
３２０
号
。
以
下
「
政

令
」
と
い
う
。）
第
４１
条
第
２

項
、
市
町
村
道
に
お
け
る
道
路

標
識
の
寸
法
に
関
し
て
は
、
法

第
４５
条
第
３
項
、
道
路
標
識
、

区
画
線
及
び
道
路
表
示
に
関
す

る
命
令
（
昭
和
３５
年
総
理
府
、

建
設
省
令
第
３
号
。
以
下
「
省

令
」
と
い
う
。）
別
表
第
２
に

定
め
る
基
準
に
基
づ
き
整
備
を

進
め
て
い
た
が
、
第
２
次
地
域

主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、

法
第
３０
条
第
３
項
及
び
法
第
４５

条
第
３
項
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
政
令
及
び
省
令
を
参

酌
し
て
当
該
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
制

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
は
、
道
路
網
の
整
備
を
図

る
た
め
、
道
路
に
関
し
て
、
路

線
の
指
定
及
び
認
定
、
管
理
、

構
造
、
保
全
、
費
用
の
負
担
区

分
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
、

も
っ
て
交
通
の
発
達
に
寄
与

し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
法

第
３０
条
で
は
道
路
の
構
造
の
基

準
を
規
定
し
て
お
り
、
第
３
項

で
市
町
村
道
の
構
造
の
技
術
的

基
準
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管

理
者
で
あ
る
地
方
自
治
体
の
条

例
で
定
め
る
と
改
正
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
法
第
４５
条
で
は
道
路

標
識
等
の
設
置
を
規
定
し
て
お

り
、
第
３
項
で
市
町
村
道
に
設

け
る
道
路
標
識
の
寸
法
は
、
内

閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
を
参
酌
し
て
、
当

該
市
町
村
道
の
道
路
管
理
者
で

あ
る
地
方
自
治
体
の
条
例
で
定

め
る
と
改
正
さ
れ
て
い
る
。

条
例
提
案
の
内
容
は
、
町
道

の
構
造
の
技
術
的
基
準
に
関
し

て
は
政
令
を
参
酌
し
、
第
２
条

か
ら
第
４５
条
ま
で
に
規
定
し
て

お
り
、
車
線
等
、
車
線
の
分
離

等
、
副
道
、
路
肩
、
設
計
速
度
、

曲
線
半
径
、
縦
断
勾
配
、
橋
、

高
架
の
道
路
等
に
つ
い
て
基
準

を
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
道
路
標
識
の
寸
法
に

つ
い
て
は
、
視
認
性
及
び
国

道
・
道
道
と
の
整
合
性
を
考
慮

し
て
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

修
正
内
容
は
、
高
齢
者
、
障

害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１８

年
法
律
第
９１
号
）
第
１０
条
で
道

路
管
理
者
の
基
準
適
合
義
務
等

を
規
定
し
て
お
り
、
第
１
項
で

「
道
路
管
理
者
は
、
特
定
道
路

の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
と
き

は
、
当
該
特
定
道
路
を
、
移
動

等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道

路
の
構
造
に
関
す
る
条
例
で
定

め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
と
、
同
条
第

２
項
で
は
「
前
項
の
規
定
に
基

づ
く
条
例
は
、
主
務
省
令
で
定

め
る
基
準
を
参
酌
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。」
と
そ
れ
ぞ
れ

規
定
し
て
い
る
。

町
は
、
移
動
等
の
円
滑
化
に

係
る
規
定
は
、
当
面
必
要
な
い

と
の
判
断
か
ら
、
条
例
提
案
時

に
は
盛
り
込
ん
で
い
な
か
っ
た

が
、
そ
の
後
に
、
北
海
道
か
ら

第
２
次
地
域
主
権
一
括
法
に
関

連
す
る
基
準
は
、
条
例
で
制
定

す
る
よ
う
に
と
の
指
導
が
あ

り
、
第
１
条
の
趣
旨
を
修
正
す

る
と
と
も
に
、
第
４６
条
の
次
に

第
４７
条
と
し
て
１
条
を
加
え
、

詳
細
な
基
準
は
、
規
則
で
定
め

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
他
の
修
正
箇
所
は
、

北
海
道
道
路
の
構
造
の
技
術
的

基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
２４

年
１２
月
２８
日
公
布
）
と
の
整
合

性
を
図
る
た
め
に
修
正
す
る
も

の
及
び
条
例
の
精
査
に
よ
り
修

正
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
条
例
の
施
行
に

伴
う
規
則
は
、
①
七
飯
町
町
道

の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定

め
る
条
例
施
行
規
則
、
②
七
飯

町
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動

等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
道

路
の
構
造
の
基
準
に
関
す
る
規

則
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
平
成
２５

年
４
月
１
日
施
行
の
予
定
で
あ

る
。こ

の
条
例
（
規
則
を
含
む
。）

の
制
定
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

は
、
今
後
、
町
道
を
新
設
又
は

改
築
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
従
来
か
ら
認
定

し
て
い
る
町
道
に
影
響
す
る
も

の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
七
飯
町
町
道
の
構
造

の
技
術
的
基
準
等
は
政
令
及
び

省
令
で
定
め
る
整
備
基
準
を
参

酌
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

修
正
内
容
も
高
齢
者
、
障
害
者

等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
し
て
当
初
か
ら
条
例
に
盛

り
込
む
べ
き
と
の
判
断
に
基
づ

き
追
加
し
た
も
の
、
北
海
道
条

例
と
の
整
合
性
を
図
る
た
め
及

び
条
例
の
精
査
に
よ
り
修
正
す

る
も
の
で
あ
り
、採
決
の
結
果
、

出
席
委
員
の
全
員
一
致
で
修
正

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

な
お
、
条
例
の
審
査
中
に
申

し
出
の
あ
っ
た
修
正
箇
所
を
変

更
す
る
な
ど
、
審
査
に
混
乱
を

招
い
た
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
あ

り
、
条
例
提
案
及
び
委
員
会
に

資
料
を
提
出
す
る
前
に
き
ち
ん

と
条
例
の
精
査
を
行
う
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
も
の

で
あ
る
。

常
任
委
員
会
活
動
報
告

【
所
管
事
務
調
査
】
要
旨
を
掲
載

総
務
財
政

《
調
査
事
項
》

・
七
飯
町
地
域
防
災
計
画
に
つ

い
て

〔
調
査
の
目
的
〕

七
飯
町
は
、
平
成
１３
年
３
月

に
「
七
飯
町
地
域
防
災
計
画
」

を
策
定
し
て
お
り
、
そ
の
後
の

見
直
し
が
進
ん
で
い
な
い
状
況

に
あ
る
が
、
平
成
２３
年
３
月
に

東
日
本
大
震
災
が
発
生
す
る
な

ど
、
防
災
計
画
の
見
直
し
は
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
見
直
し
の
進
捗
状
況
等
に

つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

総　

務　

財　

政
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【
七
飯
町
地
域
防
災
計
画
に
つ

い
て
】

⑴
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

現
在
の
七
飯
町
地
域
防
災
計

画（
以
下「
町
計
画
」と
い
う
。）

は
、
平
成
１３
年
３
月
に
策
定
し

て
か
ら
１２
年
が
経
過
し
て
お

り
、
過
去
、
何
度
か
見
直
し
の

計
画
は
あ
っ
た
も
の
の
見
直
し

さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
平
成
２３
年
３
月
に
発

生
し
た
東
日
本
大
震
災
を
契
機

に
見
直
し
作
業
が
進
ん
で
お

り
、
見
直
し
計
画
の
策
定
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
防
災
会
議
委
員
の
委
嘱

に
係
る
承
諾
事
務
な
ど
に
時
間

を
要
し
、
遅
延
す
る
こ
と
も
念

頭
に
入
れ
進
め
ら
れ
て
い
る
。

・
平
成
２４
年
１２
月
　
地
域
防
災

計
画
（
素
案
）
の
作
成
　

・
平
成
２５
年
１
月
　
北
海
道
と

の
事
前
協
議

・
平
成
２５
年
２
月
　
町
内
会
連

合
会
事
務
局
会
議
へ
の
説
明
、

防
災
会
議
の
開
催

・
平
成
２５
年
２
月
　
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
（
防
災
会

議
終
了
後
）

・
平
成
２５
年
３
月
　
七
飯
町
議

会
議
員
へ
の
報
告
、
北
海
道
へ

の
報
告

・
平
成
２５
年
４
月
　
地
域
防
災

計
画
書
及
び
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

の
作
成

・
平
成
２５
年
５
月
　
関
係
機
関

へ
の
配
布

⑵
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
の

ポ
イ
ン
ト

七
飯
町
の
地
域
防
災
計
画

は
、
全
体
の
構
成
が
北
海
道
地

域
防
災
計
画
（
以
下
「
道
計
画
」

と
い
う
。）
及
び
同
地
震
防
災

計
画
編
に
沿
っ
た
項
目
で
、
予

防
→
応
急
→
復
旧
の
順
序
に
従

っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
自

治
体
も
同
様
の
構
成
と
な
っ
て

い
る
。

従
っ
て
、
道
計
画
と
の
整
合

性
を
図
り
な
が
ら
、
町
計
画
を

見
直
す
こ
と
と
な
り
、
平
成
２４

年
６
月
に
修
正
し
た
道
計
画
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
道
計
画
の
修
正
方
針

・
東
日
本
大
震
災
で
得
ら
れ
た

教
訓
や
国
の
防
災
基
本
計
画
の

修
正
を
踏
ま
え
、
地
震
・
津
波

対
策
を
中
心
と
し
た
防
災
対
策

全
般
を
拡
充
。

・
今
後
も
、
国
に
お
け
る
防
災

基
本
計
画
の
修
正
等
を
踏
ま

え
、
随
時
、
計
画
の
修
正
を
行

う
。

②
道
計
画
の
主
な
内
容

ア
　
防
災
に
対
す
る
新
た
な
考

え
方
の
導
入

・
災
害
時
の
被
害
を
最
小
化
す

る
「
減
災
」
の
考
え
方
が
基
本

・
二
つ
の
レ
ベ
ル
（
最
大
ク
ラ

ス
の
津
波
、
比
較
的
頻
度
の
高

い
津
波
）
の
津
波
想
定
と
対
策

イ
　
地
震
・
津
波
対
策
の
抜
本

的
強
化

・
地
震
防
災
計
画
編
を
「
地

震
・
津
波
防
災
計
画
編
」
に
拡

充ウ
　
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え

た
各
種
防
災
対
策
の
強
化
・
推

進・
自
助
・
共
助
に
よ
る
地
域
防

災
力
の
強
化

・
多
様
な
地
域
住
民
に
配
慮
し

た
避
難
対
策

・
防
災
関
係
機
関
の
連
携
強
化

・
道
庁
（
災
害
対
策
本
部
）
の

防
災
力
強
化

・
本
道
の
特
性
を
踏
ま
え
た
防

災
対
策
の
推
進

以
上
を
踏
ま
え
て
、
道
計
画

の
修
正
を
行
っ
て
い
る
が
、
町

計
画
は
地
域
の
実
情
を
考
慮

し
、
道
計
画
か
ら
、
高
波
・
高

潮
災
害
予
防
計
画
（
予
防
計

画
）、
ガ
ス
施
設
災
害
応
急
計

画
（
災
害
応
急
計
画
）、
海
上

災
害
対
策
計
画
（
事
故
災
害
対

策
計
画
）
を
除
い
た
も
の
で
見

直
し
作
業
を
進
め
て
い
る
。

町
計
画
は
、
地
域
に
係
る
防

災
に
関
し
、
予
防
、
応
急
及
び

復
旧
等
の
災
害
対
策
を
実
施
す

る
に
あ
た
り
防
災
関
係
各
機
関

が
、
そ
の
機
能
の
す
べ
て
を
あ

げ
て
、
町
民
の
生
命
、
身
体
及

び
財
産
を
自
然
災
害
や
事
故
災

害
か
ら
保
護
す
る
た
め
、
防
災

に
万
全
を
期
す
こ
と
を
目
的
に

策
定
さ
れ
て
お
り
、
第
１
章
か

ら
第
１１
章
ま
で
の
本
編
と
資
料

編
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

新
設
の
項
目
は
、
計
画
の
効

果
的
促
進
と
石
油
類
燃
料
供
給

計
画
で
あ
る
が
、
計
画
の
効
果

的
促
進
で
は
、
災
害
の
発
生
を

完
全
に
防
ぐ
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
災
害
時
の
被

害
を
最
小
化
す
る
「
減
災
」
の

考
え
方
を
防
災
の
基
本
と
し
、

た
と
え
被
災
し
た
と
し
て
も
人

命
が
失
わ
れ
な
い
こ
と
を
最
重

視
し
、
ま
た
経
済
的
被
害
が
で

き
る
だ
け
少
な
く
な
る
よ
う
、

さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
組
み
合
わ

せ
て
災
害
に
備
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
お
り
、さ
ら
に
、

地
域
に
お
け
る
生
活
者
の
多
様

な
視
点
を
反
映
し
た
防
災
対
策

の
実
施
に
よ
り
地
域
の
防
災
力

向
上
を
図
る
た
め
、
防
災
に
関

す
る
政
策
・
方
針
決
定
過
程
及

び
防
災
の
現
場
に
お
け
る
女
性

の
参
画
を
拡
大
し
、
男
女
平
等

参
画
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
防

災
体
制
の
確
立
を
図
る
必
要
が

あ
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
町
計
画
の
主
な
見
直

し
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
一
時
避
難
所

現
状
３９
施
設
、
１
万
８９０
人
収

容
を
５４
施
設
、
１
万
５
千
４２５
人

収
容
に
見
直
し
て
お
り
、
湯
出

川
会
館
な
ど
を
避
難
所
か
ら
除

外
し
、
大
沼
多
目
的
会
館
な
ど

を
追
加
し
て
い
る
。

収
容
ス
ペ
ー
ス
は
、
初
動
段

階
で
１
人
２
㎡
と
し
、
長
期
の

場
合
は
段
階
的
に
１
人
当
た
り

の
面
積
を
広
げ
る
と
し
て
い

る
。

②
福
祉
避
難
所

新
た
に
福
祉
避
難
所
と
し

て
、
大
中
山
コ
モ
ン
や
文
化
セ

ン
タ
ー
な
ど
５
施
設
、
６４
人
収

容
を
指
定
し
て
い
る
。

収
容
ス
ペ
ー
ス
は
、
初
動
段
階

で
１
人
４
㎡
と
し
、
長
期
の
場

合
は
段
階
的
に
１
人
当
た
り
の

面
積
を
広
げ
る
と
し
て
い
る
。

③
広
域
避
難
所

現
状
１２
施
設
、
３
万
７００
人
収

容
を
１４
施
設
、
１０
万
３
千
４００
人

収
容
に
見
直
し
て
お
り
、
西
大

沼
小
学
校
を
避
難
所
か
ら
除
外

し
、
総
合
公
園
な
ど
３
施
設
を

追
加
し
て
い
る
。

④
災
害
対
策
本
部

平
成
２４
年
４
月
１
日
の
組
織

機
構
の
見
直
し
に
よ
り
、
本
部

構
成
を
大
幅
に
変
更
し
て
い
る
。

⑤
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成

現
在
は
、
駒
ヶ
岳
火
山
防
災

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
平
成
２２
年

３
月
改
訂
）
と
久
根
別
川
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
（
平
成
２０
年
４
月

作
成
）
の
２
つ
で
あ
る
が
、
見

直
し
で
は
町
内
を
４
地
区
に
区

分
し
、
避
難
所
避
難
経
路
を
示

し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
平
成

２５
年
度
に
作
成
し
、
全
戸
配
布

す
る
予
定
と
し
て
い
る
。

⑥
防
災
通
信
機
器
の
整
備

現
在
は
、
大
沼
地
区
の
み
ア

ナ
ロ
グ
防
災
無
線
放
送
シ
ス
テ

ム
が
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、
大

沼
地
区
以
外
は
、
広
報
車
等
に

よ
り
情
報
伝
達
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
近
年
の
ゲ
リ
ラ
豪

雨
等
の
対
策
と
し
て
、
指
定
避

難
所
を
中
心
に
送
受
信
が
可
能

な
防
災
無
線
放
送
シ
ス
テ
ム
の

構
築
を
行
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
大
沼
地
区
の
ア
ナ
ロ

グ
無
線
を
デ
ジ
タ
ル
無
線
に
切

り
替
え
る
こ
と
を
検
討
す
る
と

し
て
い
る
。

⑦
防
災
備
蓄
資
機
材
及
び
備
蓄

倉
庫
の
整
備

現
在
は
、
毛
布
、
飲
料
水
、

ア
ル
フ
ァ
米
な
ど
数
種
類
で
あ

る
が
、
見
直
し
で
は
、
発
電
機
、

石
油
ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
資
機
材

の
ほ
か
、
食
料
備
蓄
品
、
福
祉

用
品
な
ど
を
計
画
的
に
補
充
す

る
と
と
も
に
、
町
内
４
カ
所
に

備
蓄
倉
庫
を
設
置
す
る
計
画
と

し
て
い
る
。

⑧
自
主
防
災
組
織
の
拡
充

現
在
は
、
大
沼
地
区
連
合
町
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を
策
定
し
、
町
民
を
巻
き
込
ん

だ
防
災
訓
練
を
実
施
す
る
な
ど

の
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
町
は
、
町

計
画
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と

も
に
、
町
計
画
を
も
と
に
町
民

が
具
体
的
に
行
動
す
る
た
め
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
、
防
災
訓
練
を
実

施
し
、
町
と
町
民
の
信
頼
関
係

を
一
層
強
く
す
る
こ
と
を
望
む

も
の
で
あ
る
。

民
生
文
教

《
調
査
事
項
》

・
小
中
学
生
の
発
達
障
害
対
策

に
つ
い
て

〔
調
査
の
目
的
〕

小
中
学
生
の
発
達
障
害
対
策

に
つ
い
て
は
、
平
成
２４
年
１２
月

に
文
部
科
学
省
が
小
中
学
校
の

通
常
学
級
に
在
籍
し
て
い
て
、

学
習
障
害
（
Ｌ
Ｄ
）
な
ど
発
達

障
害
の
可
能
性
が
あ
る
小
中
学

生
の
割
合
は
６
．
５
％
と
推
計

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
七
飯
町

の
小
中
学
校
で
の
実
態
及
び
対

策
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

【
小
中
学
生
の
発
達
障
害
対
策

に
つ
い
て
】

⑴
発
達
障
害
の
定
義

発
達
障
害
と
は
、
発
達
障
害

者
支
援
法
（
平
成
１６
年
法
律
第

１６７
号
）
で
は
、
自
閉
症
、
ア
ス

ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
そ
の
他
の
広

汎
性
発
達
障
害
、
学
習
障
害
、

注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
脳
機
能
の
障
害

で
あ
っ
て
そ
の
症
状
が
通
常
低

年
齢
に
お
い
て
発
現
す
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
と

定
義
付
け
し
て
い
る
。

発
達
障
害
者
支
援
法
は
、
発

達
障
害
者
の
心
理
機
能
の
適
正

な
発
達
及
び
円
滑
な
社
会
生
活

の
促
進
の
た
め
に
発
達
障
害
の

症
状
の
発
現
後
で
き
る
だ
け
早

期
に
発
達
支
援
を
行
う
こ
と
が

特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
発
達
障
害
を
早
期
に
発

見
し
、
発
達
支
援
を
行
う
こ
と

に
関
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団

体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
学
校
教
育
に
お
け
る

発
達
障
害
者
へ
の
支
援
、
発
達

障
害
者
の
就
労
の
支
援
、
発
達

障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定

等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
発
達
障
害
者
の
自
立
及
び

社
会
参
加
に
資
す
る
よ
う
そ
の

生
活
全
般
に
わ
た
る
支
援
を
図

り
、
も
っ
て
そ
の
福
祉
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
施

行
さ
れ
て
い
る
。

主
な
発
達
障
害
の
定
義
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

自
閉
症
は
、
３
歳
位
ま
で
に

内
会
（
８
町
内
会
）
と
大
川
美

園
町
内
会
の
２
カ
所
の
み
の
設

置
で
あ
る
が
、
見
直
し
で
は
、

全
町
内
会
に
対
し
設
立
を
呼
び

か
け
る
と
し
て
い
る
。

⑨
災
害
協
定
の
増
強

現
在
は
、
指
導
機
関
及
び
近

隣
自
治
体
間
の
応
援
協
定
、
広

域
消
防
相
互
応
援
協
定
、
交
通

誘
導
業
務
協
定
、
医
療
機
関
と

の
協
定
、
応
急
生
活
物
資
供
給

協
定
の
ほ
か
、
平
成
２４
年
１１
月

に
は
宮
城
県
利
府
町
、
静
岡
県

清
水
町
、
七
飯
町
の
３
町
で
相

互
応
援
協
定
を
締
結
し
て
お

り
、
今
後
、
必
要
な
支
援
に
つ

い
て
順
次
災
害
協
定
を
締
結
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

⑩
海
抜
の
表
示

大
津
波
に
よ
る
久
根
別
川
の

遡
上
を
想
定
し
、
本
町
以
南
の

公
共
施
設
１３
カ
所
に
表
示
し
て

い
る
。

⑪
広
域
避
難
者
の
受
け
入
れ
　
　
　
　

大
規
模
な
災
害
を
想
定
し
、
必

要
に
応
じ
て
、
他
自
治
体
の
避

難
者
を
一
時
避
難
所
で
受
け
入

れ
る
と
し
て
い
る
。

⑫
防
災
拠
点
施
設
の
設
備
強
化

防
災
拠
点
施
設
を
役
場
本
庁

舎
と
位
置
付
け
て
い
る
が
、
現

在
の
建
物
の
自
家
発
電
は
、
一

部
の
照
明
や
コ
ン
セ
ン
ト
の
接

続
で
あ
り
、
情
報
機
器
へ
の
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
の
対
応
が
難
し
い

こ
と
か
ら
、
非
常
用
電
源
な
ど

の
改
善
策
を
検
討
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

⑶
地
域
防
災
計
画
に
係
る
具
体

的
な
方
策

七
飯
町
の
地
域
防
災
計
画
を

具
体
的
に
進
め
る
た
め
に
は
、

財
源
的
に
非
常
に
厳
し
い
も
の

が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
が
、
毎

年
補
充
す
る
も
の
と
し
て
非
常

食
、
飲
料
水
な
ど
の
防
災
用
備

蓄
品
の
ほ
か
、
文
化
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
発
電
機
、
石
油
ス
ト
ー

ブ
な
ど
福
祉
避
難
所
用
備
蓄
品

を
整
備
す
る
計
画
で
あ
る
。

平
成
２５
年
度
は
、
地
域
防
災

計
画
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作

成
し
、
中
長
期
的
に
は
、
防
災

備
蓄
倉
庫
の
整
備
、
大
沼
地
区

以
外
の
防
災
行
政
無
線
の
整

備
、
大
沼
地
区
防
災
行
政
無
線

の
デ
ジ
タ
ル
化
、
防
災
拠
点
施

設
の
非
常
用
電
源
の
確
保
、
公

共
施
設
の
耐
震
診
断
な
ど
を
計

画
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

〔
ま
と
め
〕

七
飯
町
の
地
域
防
災
計
画

は
、
平
成
１３
年
３
月
に
改
訂
さ

れ
て
か
ら
１２
年
目
に
し
て
よ
う

や
く
見
直
し
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。

こ
の
間
、
平
成
２３
年
３
月
に

発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
を
は

じ
め
、
台
風
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
、

爆
弾
低
気
圧
、
竜
巻
な
ど
に
よ

り
、
広
範
囲
又
は
局
地
的
な
被

害
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
国
に
お
い

て
は
防
災
基
本
計
画
、
北
海
道

に
お
い
て
は
地
域
防
災
計
画
の

修
正
が
行
わ
れ
、
そ
の
修
正
ポ

イ
ン
ト
と
の
整
合
性
を
図
り
な

が
ら
、
町
計
画
の
見
直
し
を
行

っ
て
い
る
。

七
飯
町
は
、
比
較
的
大
き
な

災
害
の
少
な
い
町
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
町
民
の
防
災
意
識
が
低

い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
自
主
防
災
組
織
が

２
団
体
し
か
設
立
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
実
態
が
物
語
っ
て
お

り
、
町
計
画
の
中
で
も
、
町
内

会
等
を
中
心
と
し
た
自
主
防
災

組
織
の
育
成
を
図
る
と
し
て
い

る
が
、
現
状
の
推
進
方
法
で
は

難
し
い
状
況
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
町
民
の
防

災
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
地
域

の
こ
と
は
地
域
で
守
る
と
い
う

意
識
づ
け
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
災
害
を
最
小
限
に
食
い
止

め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
七
飯
町
は
、
町
広
報
誌

で
の
Ｐ
Ｒ
ほ
か
積
極
的
に
町
内

会
に
出
向
い
て
、
自
主
防
災
組

織
の
必
要
性
を
積
極
的
に
訴

え
、
出
来
る
だ
け
早
い
時
期
に

全
町
内
会
等
で
設
立
さ
れ
る
こ

と
を
強
く
望
む
と
と
も
に
、
消

防
署
・
消
防
団
等
と
の
連
携
強

化
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
峠
下
以
南
の
情
報
伝

達
の
方
法
は
、
現
在
広
報
車
の

巡
回
に
よ
る
情
報
が
頼
み
の
綱

で
あ
る
が
、
町
民
は
初
め
か
ら

終
わ
り
ま
で
全
て
の
情
報
を
得

る
こ
と
は
難
し
い
状
況
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
送
受
信
が
可
能
な

屋
外
拡
声
器
の
整
備
を
含
め
、

速
や
か
な
情
報
伝
達
の
た
め
、

携
帯
電
話
の
利
用
な
ど
新
た
な

防
災
無
線
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が

望
ま
れ
る
。

次
に
、
防
災
に
係
る
備
蓄
資

機
材
で
あ
る
が
、
４
地
区
に
備

蓄
倉
庫
の
整
備
を
計
画
し
て
い

る
こ
と
は
評
価
で
き
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
町
民

の
防
災
意
識
の
高
揚
、
自
主
防

災
組
織
の
設
立
の
一
助
に
な
る

も
の
と
期
待
さ
れ
る
と
と
も

に
、
防
災
拠
点
及
び
避
難
施
設

に
は
非
常
用
電
源
の
確
保
が
望

ま
れ
る
。

七
飯
町
の
地
域
防
災
計
画

は
、
基
本
的
な
事
項
を
定
め
て

い
る
が
、
有
事
の
際
に
、
災
害

を
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
る
か

ど
う
か
は
、
行
政
側
だ
け
で
な

く
、
町
民
の
協
力
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
計
画
を

進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
早
急

に
細
部
に
わ
た
る
マ
ニ
ュ
ア
ル

民　

生　

文　

教
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現
れ
、
①
他
人
と
の
社
会
的
関

係
の
形
成
の
困
難
さ
、
②
言
葉

の
発
達
の
遅
れ
、
③
興
味
や
関

心
が
狭
く
特
定
の
も
の
に
こ
だ

わ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
行
動

の
障
害
で
あ
り
、
中
枢
神
経
系

に
何
ら
か
の
要
因
に
よ
る
機
能

不
全
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
高
機
能
自
閉
症
は
、

自
閉
症
の
う
ち
知
的
発
達
の
遅

れ
を
伴
わ
な
い
も
の
を
い
い
、

中
枢
神
経
系
に
何
ら
か
の
要
因

に
よ
る
機
能
不
全
が
あ
る
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。

学
習
障
害
（
Ｌ
Ｄ
）
は
、
基

本
的
に
は
全
般
的
な
知
的
発
達

の
遅
れ
は
な
い
が
、
聞
く
、
話

す
、
読
む
、
書
く
、
計
算
す
る

又
は
推
論
す
る
能
力
の
う
ち
特

定
の
も
の
の
習
得
と
使
用
に
著

し
い
困
難
を
示
す
様
々
な
状
態

を
指
す
も
の
で
あ
る
。

学
習
障
害
の
原
因
と
し
て
、

中
枢
神
経
系
に
何
ら
か
の
機
能

障
害
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、

視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
知
的

障
害
、
情
緒
障
害
な
ど
の
障
害

や
、
環
境
的
な
要
因
が
直
接
の

原
因
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

注
意
欠
陥
／
多
動
性
障
害

（
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
）
は
、
年
齢
あ
る

い
は
発
達
に
不
釣
り
合
い
な
注

意
力
、
及
び
衝
動
性
、
多
動
性

を
特
徴
と
す
る
行
動
の
障
害

で
、
社
会
的
な
活
動
や
学
業
の

機
能
に
支
障
を
き
た
す
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
７
歳
以
前
に
現

れ
、
そ
の
状
態
が
継
続
し
、
中

枢
神
経
系
に
何
ら
か
の
要
因
に

よ
る
機
能
不
全
が
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
。

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
と

は
、
知
的
発
達
の
遅
れ
を
伴
わ

ず
、
か
つ
、
自
閉
症
の
特
徴
の

う
ち
言
葉
の
発
達
の
遅
れ
を
伴

わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑵
小
中
学
校
に
お
け
る
発
達
障

害
の
状
況
に
つ
い
て

小
中
学
校
に
お
け
る
発
達
障

害
児
に
対
す
る
特
別
支
援
学
級

の
状
況
は
〈
表
〉
の
と
お
り
で

あ
り
、
３
カ
年
の
児
童
生
徒
数

は
小
中
学
校
別
で
は
増
減
が
あ

る
も
の
の
、
全
体
で
は
ほ
ぼ
横

ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。

特
別
支
援
学
級
は
、
各
学
校

に
お
い
て
学
級
教
育
目
標
を
掲

げ
て
お
り
、
年
間
の
授
業
時
間

数
は
そ
の
学
年
に
よ
っ
て
９１０
時

間
、
９８０
時
間
、
１
千
１５
時
間
と

な
っ
て
お
り
、
教
科
別
の
指
導

時
間
が
異
な
る
な
ど
、
児
童
生

徒
の
状
態
に
合
わ
せ
た
教
育
・

指
導
を
小
学
校
５
人
、
中
学
校

５
人
、
計
１０
人
の
教
職
員
が
担

当
し
て
行
っ
て
い
る
。

各
学
校
の
特
別
支
援
学
級
の

教
育
目
標
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

①
大
沼
小
学
校
（
担
当
教
員

数
：
１
人
）

・
さ
い
ご
ま
で
が
ん
ば
る
子

・
と
も
だ
ち
と
な
か
よ
く
す
る

子・
げ
ん
き
に
あ
そ
ぶ
子

②
軍
川
小
学
校
（
担
当
教
員

数
：
１
人
）

・
に
こ
に
こ
　
〜
毎
日
を
笑
顔

で
、
豊
か
に
過
ご
す
。

・
わ
く
わ
く
　
〜
種
々
の
活
動

へ
の
期
待
感
を
も
ち
、
生
活
を

楽
し
む
。
〜
新
し
い
こ
と
に
チ

ャ
レ
ン
ジ
す
る
。

・
じ
っ
く
り
　
〜
少
し
困
難
な

こ
と
に
も
じ
っ
く
り
取
り
組

み
、
や
り
遂
げ
る
。
〜
努
力
し

た
満
足
感
を
次
の
活
動
へ
つ
な

げ
る
。

③
七
重
小
学
校
（
担
当
教
員

数
：
１
人
）

・
元
気
に
あ
い
さ
つ
す
る
子

・
み
ん
な
と
仲
良
く
す
る
子

・
最
後
ま
で
頑
張
る
子

④
藤
城
小
学
校
（
担
当
教
員

数
：
１
人
）

・
た
の
し
く
　
あ
そ
ぶ
子

【
健
　
康
】

・
み
ん
な
と
��な
か
よ
く
す
る
子

【
関
わ
り
】

・
ひ
と
り
で
　
で
き
る
子

【
自
　
立
】

⑤
大
中
山
小
学
校
（
担
当
教
員

数
：
１
人
）

・
あ
き
ら
め
ず
に
が
ん
ば
る
子

・
落
ち
着
い
て
生
活
で
き
る
子

・
楽
し
く
遊
ぶ
子

⑥
大
沼
中
学
校
鈴
蘭
谷
分
校

（
担
当
教
員
数
：
１
人
）

・
自
分
で
我
慢
出
来
る
生
徒

・
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
、

し
な
い
生
徒

・
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
こ

と
は
、
嫌
で
も
や
る
生
徒

⑦
七
飯
中
学
校
（
担
当
教
員

数
：
２
人
）

・
生
徒
の
し
ょ
う
が
い
の
程
度

及
び
能
力
、
特
性
な
ど
に
即
応

す
る
教
育
活
動
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
自
己
理
解
を
進
め
、
積

極
的
に
社
会
自
立
、
社
会
参
加

し
よ
う
と
す
る
人
間
の
形
成
を

図
る
。

・
集
団
生
活
を
通
し
て
、
マ
ナ
ー

や
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
、
人
と

の
適
切
な
関
わ
り
方
な
ど
を
身

に
つ
け
、
自
立
し
た
生
活
を
送

れ
る
よ
う
に
す
る
。

⑧
大
中
山
中
学
校
（
担
当
教
員

数
：
２
人
）

・
新
し
い
こ
と
や
苦
手
な
こ
と

に
挑
戦
し
、
意
欲
を
も
っ
て
最

後
ま
で
や
り
抜
く
力
を
育
て
る
。

・
多
く
の
人
た
ち
と
関
わ
り
を

も
ち
、
生
活
経
験
を
広
げ
、
社

会
性
を
養
う
。

・
学
校
生
活
に
お
け
る
活
動
全

体
を
と
お
し
、
将
来
の
社
会
自

立
に
必
要
な
力
を
育
て
る
。

⑶
小
中
学
生
の
発
達
障
害
に
係

る
庁
内
の
支
援
体
制
に
つ
い
て

発
達
障
害
に
係
る
庁
内
の
関

係
部
署
は
、
福
祉
課
、
子
育
て

健
康
支
援
課
、
教
育
委
員
会
学

校
教
育
課
で
あ
り
、
発
達
障
害

を
早
期
発
見
し
、
支
援
を
行
う

た
め
、
横
断
的
な
連
携
が
必
要

で
あ
る
。

は
じ
め
に
関
わ
る
の
は
子
育

て
健
康
支
援
課
で
あ
り
、
１
歳

６
ヶ
月
児
健
康
診
査
、
３
歳
児

健
康
診
査
の
際
に
は
保
健
師
が

保
健
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、

言
葉
の
問
題
や
発
育
な
ど
相
談

を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
保
育

所
に
通
所
す
る
児
童
に
は
、
保

育
士
が
保
育
と
と
も
に
指
導
も

行
っ
て
い
る
。

次
に
、
新
小
学
１
年
生
・
転

入
生
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員

会
が
関
わ
り
、
保
護
者
か
ら
就

学
相
談
を
受
け
、
医
師
・
学
識

経
験
者
・
特
別
支
援
学
級
を
有

す
る
学
校
の
校
長
・
保
育
士
で

構
成
す
る
七
飯
町
就
学
指
導
委

員
会
や
特
別
支
援
学
級
を
有
す

る
学
校
の
教
諭
・
保
健
師
で
構

成
す
る
七
飯
町
就
学
指
導
委
員

会
の
専
門
委
員
会
が
、
幼
稚

園
・
保
育
所
等
の
施
設
と
連
携

を
取
り
、
発
達
障
害
の
判
定
を

行
う
こ
と
と
な
る
。

次
に
、
発
達
障
害
と
判
定
さ

れ
た
児
童
に
つ
い
て
は
、
保
護

者
の
了
承
の
も
と
、
各
小
中
学

校
に
通
知
し
、
校
内
就
学
指
導

委
員
会
に
お
い
て
、
特
別
支
援

学
級
に
お
け
る
支
援
を
行
う
こ

と
と
な
る
。

福
祉
課
は
、
発
達
障
害
と
判

定
さ
れ
た
方
に
対
し
て
、
療
育

手
帳
の
交
付
な
ど
に
よ
り
、
扶

助
費
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
発
達
障
害
と

判
定
さ
れ
た
小
中
学
生
を
含
め

て
、
支
援
を
必
要
と
す
る
小
中

学
生
に
対
し
て
、
ケ
ー
ス
バ
イ

ケ
ー
ス
で
連
携
を
取
り
、
支
援

の
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
対
策
を

講
じ
て
い
る
が
、
横
断
的
な
組

織
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

〔
ま
と
め
〕

平
成
１６
年
に
施
行
さ
れ
た
発

達
障
害
者
支
援
法
は
、
発
達
障

害
の
定
義
で
記
述
の
と
お
り
、

発
達
障
害
を
早
期
に
発
見
し
、

発
達
支
援
を
行
う
こ
と
と
と
も

に
、
学
校
教
育
に
お
け
る
発
達

障
害
者
へ
の
支
援
等
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
発
達
障

害
者
の
自
立
及
び
社
会
参
加
に

資
す
る
よ
う
そ
の
生
活
全
般
に

わ
た
る
支
援
を
図
る
こ
と
な
ど

を
目
的
と
し
て
い
る
。

七
飯
町
は
、
１
歳
６
ヶ
月
児

か
ら
の
健
康
診
断
を
は
じ
め
、

発
達
障
害
者
の
早
期
発
見
・
支

援
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
発
達

障
害
者
の
状
況
に
よ
っ
て
横
断
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な
ど
に
対
応
し
た
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
過

な
ど
を
主
に
聴
取
す
る
と
と
も

に
、
北
海
道
新
幹
線
建
設
工
事

に
係
る
進
捗
状
況
に
つ
い
て
現

地
調
査
を
行
っ
た
。

は
じ
め
に
、
北
海
道
新
幹
線

建
設
工
事
に
係
る
進
捗
状
況
に

つ
い
て
は
、
飯
田
高
架
橋
、
函

館
総
合
車
両
基
地
、
新
函
館

（
仮
称
）
駅
に
つ
い
て
現
地
調

査
を
行
い
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

①
飯
田
高
架
橋
工
事

・
施
工
場
所：

七
飯
町
緑
町
・

飯
田
町
、
北
斗
市
白
川
・
稲
里

地
内

・
工
期：

平
成
２２
年
３
月
５
日
〜

平
成
２５
年
２
月
４
日（
３５
カ
月
）

・
工
事
概
要：

工
事
延
長
は
１

千
９０６
ｍ
の
高
架
橋
工
事
で
あ
り
、

施
工
内
容
は
、
場
所
打
杭
、
橋

脚
、
ラ
ー
メ
ン
高
架
橋
、
Ｔ
桁

橋
、
Ｐ
Ｃ
下
路
桁
橋
、
路
盤
Ｒ

Ｃ
、
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
防
音
壁
で

あ
る
。

・
進
捗
状
況：

施
工
状
況
は
、

場
所
打
杭
工
事
、
橋
脚
工
事
、

ラ
ー
メ
ン
高
架
橋
工
事
、
Ｔ
桁

橋
工
事
、
Ｐ
Ｃ
下
路
桁
橋
工
事

は
完
了
し
て
お
り
、
路
盤
Ｒ
Ｃ

工
事
及
び
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
防
音

壁
工
事
は
施
工
中
で
、
全
体
の

進
捗
率
は
９５
％
で
あ
る
。

②
函
館
総
合
車
両
基
地
仕
業
交

番
検
査
杭
他
工
事

・
施
工
場
所：

七
飯
町
飯
田

町
、
北
斗
市
稲
里
地
内

・
工
期：

平
成
２４
年
３
月
１５
日
〜

平
成
２６
年
９
月
２２
日（
３０
カ
月
）

・
工
事
概
要：

函
館
総
合
車
両

基
地
内
に
お
け
る
停
車
場
工
作

物
（
検
修
ピ
ッ
ト
、
機
械
設
備
、

基
礎
、
土
間
コ
ン
、
サ
ー
ビ
ス

デ
ッ
キ
、
基
地
内
給
排
水
管

等
）、
電
気
設
備
（
通
信
、
電

力
ダ
ク
ト
等
）の
施
工
で
あ
る
。

・
進
捗
状
況：

施
工
状
況
は
、

仕
業
交
番
検
査
庫
の
杭
打
工
は

１００
％
、
車
両
洗
浄
装
置
の
杭
打

工
は
４３
％
の
進
捗
率
で
あ
る

が
、
他
の
仕
業
交
番
検
査
庫
及

び
車
両
洗
浄
装
置
の
躯
体
工
を

は
じ
め
、
全
般
検
査
庫
台
車
振

替
線
、
台
車
検
査
場
な
ど
の
工

事
は
、未
着
手
の
状
況
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
２０
年
２
月
よ
り
始

ま
っ
た
函
館
総
合
車
両
基
地
路

盤
工
事
は
、
４
年
６
カ
月
の
工

期
を
経
て
、
平
成
２４
年
８
月
に

無
事
竣
工
し
て
い
る
。

③
新
函
館
駅
路
盤
他
工
事

・
施
工
場
所：

北
斗
市
稲
里
、

市
渡
地
内

・
工
期：
平
成
２２
年
１０
月
２６
日
〜

平
成
２５
年
９
月
２４
日（
３５
カ
月
）

・
工
事
概
要：
工
事
延
長
は
７８６

ｍ
で
あ
り
、
切
盛
土
、
補
強
盛

土
、
地
盤
改
良
、
置
換
工
、
擁

壁
工
、
駅
ホ
ー
ム
躯
体
工
、
橋

台
、
ボ
ッ
ク
ス
カ
ル
バ
ー
ト
等

の
施
工
で
あ
る
。

・
進
捗
状
況：

施
工
状
況
は
、

橋
台
工
、
揚
水
機
函
渠
工
及
び

仮
設
工
は
１００
％
の
進
捗
率
で
あ

る
が
、
線
路
土
工
、
路
床
安
定

処
理
、
カ
ル
バ
ー
ト
工
、
路
盤

工
等
は
施
工
中
で
あ
り
、
全
体

の
進
捗
率
は
５８
％
で
あ
る
。

次
に
、
鶴
野
高
架
橋
工
事
の

始
点
で
あ
る
道
道
大
野
大
中
山

線
と
交
差
す
る「
開
発
架
道
橋
」

に
お
い
て
、
新
幹
線
工
事
の
設

計
ミ
ス
に
よ
り
、
橋
桁
の
高
さ

不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

平
成
２５
年
春
に
道
道
大
野
大
中

山
線
を
切
り
下
げ
る
工
事
を
行

い
、
北
海
道
新
幹
線
の
開
業
に

影
響
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。

七
飯
町
新
幹
線
建
設
関
連
庁

内
検
討
会
議
・
幹
事
会
合
同
会

議
は
、
平
成
２１
年
度
に
策
定
し

た
「
新
幹
線
と
高
速
道
路
を
活

用
す
る
基
本
計
画
」
を
基
に
、

道
の
駅
や
物
産
館
な
ど
、
庁
内

全
体
で
意
思
統
一
を
図
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

北
海
道
新
幹
線
並
行
在
来
線

対
策
協
議
会
渡
島
ブ
ロ
ッ
ク
会

議
は
、
北
海
道
新
幹
線
札
幌
延

伸
に
伴
い
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
か
ら

経
営
分
離
さ
れ
る
函
館
・
小
樽

間
の
事
業
形
態
を
検
討
す
る
も

の
で
、第
１
回
目
の
会
議
で
は
、

２
０
３
５
年
の
函
館
・
長
万
部

間
の
乗
客
数
は
２
０
１
１
年
と

比
較
し
て
３
割
減
少
す
る
と
い

う
需
要
予
測
が
示
さ
れ
て
い
る
。

今
後
、
年
１
回
の
ブ
ロ
ッ
ク

会
議
の
ほ
か
担
当
者
レ
ベ
ル
の

幹
事
会
に
お
い
て
、
協
議
を
重

ね
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

次
に
、
北
海
道
新
幹
線
開
業

に
向
け
た
七
飯
町
の
取
組
状
況

と
し
て
、
前
述
の
庁
内
検
討
会

議
の
ほ
か
、
観
光
関
連
で
は
１１

月
１７
日
〜
１８
日
に
埼
玉
県
大
宮

駅
周
辺
で
「
函
館
・
み
な
み
北

海
道
グ
ル
メ
パ
ー
ク
ｉｎ
さ
い
た

ま
・
大
宮
」
の
開
催
を
予
定
し

て
お
り
、
北
海
道
新
幹
線
開
業

を
見
据
え
た
み
な
み
北
海
道
の

食
と
観
光
Ｐ
Ｒ
事
業
を
継
続
的

に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
北
海
道
新
幹
線
新
駅

沿
線
観
光
の
連
携
を
図
る
た
め

の
協
議
会
設
立
に
向
け
た
意
見

交
換
会
の
開
催
、
民
間
レ
ベ
ル

で
の
環
駒
ヶ
岳
エ
リ
ア
交
通
ア

ク
セ
ス
と
観
光
振
興
に
関
す
る

検
討
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
情

報
提
供
が
あ
っ
た
。

次
に
、
町
道
桜
町
５
号
線
と

新
函
館
（
仮
称
）
駅
を
ア
ク
セ

ス
す
る
七
飯
町
側
の
未
整
備
区

間
の
整
備
に
つ
い
て
、
検
討
す

る
旨
の
情
報
提
供
が
あ
っ
た
。

次
の
委
員
会
の
調
査
活
動
内

容
及
び
調
査
時
期
に
つ
い
て

特
別
委
員
会
報
告

新
幹
線
等
建
設
促
進
に
関
す
る

　
　

調
査
特
別
委
員
会
報
告
書

委
員
長　

青　

山　

金　

助

長
、
土
木
課
長
、
土
木
課
参
事

の
出
席
を
求
め
、
北
海
道
新
幹

線
及
び
北
海
道
縦
貫
自
動
車
道

１．
平
成
２４
年
１１
月
５
日
に
第

１１
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

政
策
推
進
課
長
、
商
工
観
光
課

平
成
２３
年
６
月
２０
日
第
２
回
定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
当

特
別
委
員
会
が
、
平
成
２４
年
第
３
回
定
例
会
に
お
い
て
中
間
報
告

を
し
た
以
後
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
結
果
を
下
記
の
と
お
り
報
告

す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
要
旨
掲
載
）

的
に
連
携
を
し
て
お
り
、
支
援

の
漏
れ
は
な
い
も
の
の
、
今
後

は
、
強
固
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ

く
り
の
た
め
関
係
部
署
・
機
関

で
構
成
す
る
横
断
的
な
組
織
を

設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

ま
た
、
発
達
障
害
は
、
自
閉

症
、
学
習
障
害
（
Ｌ
Ｄ
）、
注

意
欠
陥
／
多
動
性
障
害
（
Ａ
Ｄ

Ｈ
Ｄ
）
な
ど
、
そ
の
障
害
に
よ
っ

て
、
全
く
対
応
が
異
な
っ
て
く

る
こ
と
か
ら
、
専
門
的
な
知
識

と
経
験
を
有
す
る
教
職
員
の
配

置
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
周
囲

の
人
が
発
達
障
害
を
理
解
し
、

一
緒
に
支
援
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
。

文
部
科
学
省
は
、
通
常
学
級

に
在
籍
し
て
い
る
発
達
障
害
の

可
能
性
の
あ
る
小
中
学
生
の
割

合
は
６
．
５
％
（
４０
人
学
級
で

２
〜
３
人
）
に
な
り
、
こ
れ
ら

の
小
中
学
生
は
特
別
な
教
育
的

支
援
を
必
要
と
し
、
半
数
以
上

が
学
校
で
支
援
や
配
慮
を
受
け

て
い
る
一
方
で
、
約
４
割
は
支

援
を
受
け
て
い
な
い
と
発
表
し

て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
七
飯

町
に
も
支
援
を
必
要
と
し
て
い

る
小
中
学
生
は
潜
在
的
に
ま
だ

い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
前
述
の
横
断

的
な
組
織
づ
く
り
を
早
急
に
検

討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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は
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
に

一
任
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、

委
員
会
を
閉
会
し
た
。

２．
平
成
２５
年
２
月
８
日
に
第

１２
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

政
策
推
進
課
長
、
商
工
観
光
課

長
、土
木
課
長
の
出
席
を
求
め
、

北
海
道
新
幹
線
及
び
北
海
道
縦

貫
自
動
車
道
な
ど
に
対
応
し
た

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
こ
れ

ま
で
の
経
過
な
ど
を
主
に
聴
取

し
た
。

七
飯
町
内
の
新
幹
線
関
連
工

事
の
進
捗
状
況
は
、
飯
田
高
架

橋
工
事
は
完
了
し
、
鶴
野
高
架

橋
工
事
は
９８
％
、
函
館
総
合
車

両
基
地
仕
業
交
番
検
査
抗
他
工

事
は
２０
％
の
進
捗
状
況
で
順
調

に
進
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。次

に
、
北
海
道
新
幹
線
開
業

を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り
懇
談

会
が
作
成
し
た
「
北
海
道
新
幹

線
開
業
に
向
け
た
道
南
地
域
ア

ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
素
案
）」

が
示
さ
れ
、
次
の
３
つ
の
視
点

と
４
つ
の
重
点
分
野
に
よ
り
取

り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
視
点

①
開
業
効
果
を
道
南
全
域
の
振

興
・
発
展
に
結
び
つ
け
る

②
不
断
に
、
地
域
資
源
の
磨
き

上
げ
や
交
流
・
連
携
の
拡
大
を

進
め
る

③
民
間
の
知
恵
や
創
意
工
夫
を

活
か
す

・
重
点
分
野

①
普
及
啓
発
・
開
業
Ｐ
Ｒ
・
情

報
発
信
等
（
地
域
向
け
普
及
啓

発
活
動
、
情
報
発
信
等
）

②
観
光
振
興
（
観
光
資
源
の
発

掘
・
磨
き
上
げ
、
道
南
の
魅
力

の
情
報
発
信
等
）

③
二
次
交
通
ア
ク
セ
ス
網
の
整

備
（
公
共
交
通
機
関
の
利
用
環

境
の
整
備
等
）

④
産
業
振
興
（
道
南
産
品
の
販

路
拡
大
・
ブ
ラ
ン
ド
化
、
新
商

品
・
ご
当
地
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発

等
）な

お
、
北
海
道
新
幹
線
開
業

に
向
け
た
道
南
地
域
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
は
平
成
２５
年
３
月
中

に
決
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

次
に
、
首
都
圏
や
東
北
地
域

か
ら
道
南
の
観
光
客
誘
致
を
促

進
す
る
た
め
、
道
南
の
食
と
観

光
を
Ｐ
Ｒ
す
る
「
函
館
・
み
な

み
北
海
道
グ
ル
メ
パ
ー
ク
」は
、

平
成
２４
年
１１
月
に
埼
玉
県
大
宮

駅
周
辺
で
開
催
し
た
が
、
こ
の

イ
ベ
ン
ト
は
新
幹
線
開
業
ま
で

継
続
事
業
と
し
て
実
施
す
る
計

画
で
あ
る
。

次
に
、
平
成
２５
年
２
月
７
日

に
設
立
さ
れ
た
「
は
こ
だ
て
観

光
圏
整
備
推
進
協
議
会
」
の
報

告
が
あ
り
、
同
協
議
会
は
、
滞

在
型
観
光
の
推
進
を
目
的
に
平

成
２２
年
４
月
に
み
な
み
北
海
道

１８
自
治
体
の
構
成
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
が
、
平
成
２４
年
１２
月
に

観
光
圏
整
備
法
の
改
正
に
よ

り
、
観
光
圏
基
本
方
針
へ
の
対

応
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
、
２

市
１
町
（
函
館
市
、
北
斗
市
、

七
飯
町
）
の
関
係
団
体
で
構
成

す
る
新
し
い
「
は
こ
だ
て
観
光

圏
整
備
推
進
協
議
会
」
を
設
立

し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
道
路
関
係
で
は
、
町

道
桜
町
５
号
線
と
北
斗
市
の
町

道
を
ア
ク
セ
ス
す
る
道
路
の
整

備
計
画
が
示
さ
れ
た
。

現
在
の
道
路
は
、
町
道
、
農

道
の
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
な

い
無
指
定
道
路
で
あ
る
が
、
新

幹
線
新
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
向

上
す
る
こ
と
か
ら
、
整
備
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
か
ら
は
、
道
の
駅
・
物

産
館
構
想
の
進
捗
状
況
に
つ
い

て
の
質
疑
に
対
し
、「
道
の
駅

の
考
え
が
な
い
」、「
物
産
館
も

具
体
的
な
も
の
が
な
い
」
と
い

う
答
弁
が
あ
り
、
町
長
と
担
当

課
長
の
説
明
に
食
い
違
い
が
あ

る
な
ど
、
認
識
に
ず
れ
が
生
じ

て
い
る
こ
と
や
構
想
自
体
が
一

向
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に
反

発
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
担
当
課
長
の
答
弁
が

受
け
身
の
考
え
方
で
あ
り
、
観

光
客
の
誘
致
の
た
め
に
、
積
極

的
に
Ｐ
Ｒ
や
対
策
を
講
ず
る
べ

き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ

た
。さ

ら
に
、
新
幹
線
等
に
関
す

る
構
想
や
計
画
を
具
体
的
に
進

め
る
た
め
に
、
庁
舎
内
で
横
断

的
な
組
織
を
設
置
し
て
、
早
急

に
協
議
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指

摘
も
あ
っ
た
。

次
の
委
員
会
は
、
平
成
２５
年

第
１
回
定
例
会
に
提
出
す
る
最

終
報
告
書
の
ま
と
め
を
行
う
こ

と
を
確
認
し
て
、
委
員
会
を
閉

会
し
た
。

３．
平
成
２５
年
２
月
２０
日
に
第

１３
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

平
成
２４
年
第
３
回
定
例
会
以
降

の
活
動
に
つ
い
て
、
平
成
２５
年

第
１
回
定
例
会
に
提
出
す
る
最

終
報
告
書
の
ま
と
め
を
行
っ

た
。

４．
ま
と
め

以
上
が
、
当
委
員
会
の
平
成

２４
年
９
月
定
例
会
以
降
の
活
動

を
ま
と
め
た
報
告
で
あ
る
。

平
成
２３
年
６
月
定
例
会
に
お

い
て
設
置
さ
れ
た
当
委
員
会

は
、
今
ま
で
、
北
海
道
新
幹
線

の
早
期
開
業
及
び
札
幌
延
伸
並

び
に
北
海
道
縦
貫
自
動
車
道
の

早
期
着
工
・
開
通
に
向
け
た
要

望
活
動
、
新
幹
線
に
関
す
る
先

進
地
の
調
査
活
動
、
北
海
道
新

幹
線
建
設
工
事
の
進
捗
状
況
の

調
査
活
動
と
と
も
に
、
七
飯
町

に
お
け
る
北
海
道
新
幹
線
開
業

に
向
け
た
取
組
状
況
に
つ
い
て

調
査
活
動
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
、
平
成
２４
年
６
月

２９
日
に
北
海
道
新
幹
線
札
幌
延

伸
の
着
工
認
可
が
正
式
に
決
定

し
た
こ
と
は
、
総
合
車
両
基
地

を
抱
え
る
当
町
に
と
っ
て
こ
の

上
な
い
吉
報
で
あ
り
、
当
委
員

会
活
動
の
成
果
の
一
つ
と
い
え

る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
平
成
２７
年
度
開
業

を
目
指
す
北
海
道
新
幹
線
の
建

設
工
事
は
、
順
調
に
進
捗
し
て

い
る
も
の
の
、
七
飯
町
に
お
け

る
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
当

委
員
会
が
調
査
を
始
め
た
平
成

２３
年
６
月
か
ら
の
約
２
年
間
は

一
向
に
進
ん
で
い
な
い
状
況
で

あ
る
。
あ
と
３
年
に
迫
っ
た
北

海
道
新
幹
線
の
開
業
を
考
慮
す

る
と
、
七
飯
町
は
、
危
機
感
を

持
っ
て
真
剣
に
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
。

七
飯
町
は
、
従
来
か
ら
北
海

道
新
幹
線
の
開
業
は
千
載
一
遇

の
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
て
お
り
、

こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
が
す
こ
と

の
な
い
よ
う
に
七
飯
町
の
取
り

組
み
、
特
に
、
七
飯
町
新
幹
線

建
設
関
連
庁
内
検
討
会
議
の
活

動
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、
観

光
や
交
通
ア
ク
セ
ス
な
ど
を
含

め
た
広
域
的
な
取
組
み
を
活
発

に
進
め
る
こ
と
を
望
む
も
の
で

あ
る
。

北
海
道
新
幹
線
の
建
設
工
事

が
順
調
に
進
捗
し
て
い
る
一
方

で
、
大
沼
公
園
Ｉ
Ｃ
ま
で
開
通

し
た
北
海
道
縦
貫
自
動
車
道

は
、
七
飯
Ｉ
Ｃ
ま
で
の
工
事
着

手
及
び
開
通
時
期
が
明
確
に
示

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
懸
念
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
国
道
５
号
の
小
沼
湖
付
近

は
、
交
通
事
故
も
多
発
し
て
い

る
区
間
で
あ
る
た
め
、
当
委
員

会
と
し
て
も
交
通
事
故
対
策
も

含
め
た
大
沼
公
園
Ｉ
Ｃ
・
七
飯

Ｉ
Ｃ
間
の
早
期
着
工
開
通
を
要

望
し
て
お
り
、
七
飯
町
に
お
い

て
も
関
係
機
関
に
よ
り
強
く
要

望
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。

新
函
館
（
仮
称
）
駅
開
業
ま

で
あ
と
３
年
と
迫
っ
て
い
る
北

海
道
新
幹
線
は
、
七
飯
町
の
ま

ち
づ
く
り
に
大
き
く
影
響
す
る

こ
と
は
間
違
い
な
く
、
七
飯
町

は
新
幹
線
開
業
の
効
果
を
的
確

に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
新
幹

線
駅
舎
が
建
設
さ
れ
る
北
斗
市

と
の
連
携
を
緊
密
に
し
、
中
長

期
の
展
望
に
立
っ
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
こ
と
を
望
み
、
本

報
告
書
を
最
終
報
告
と
し
、
当

委
員
会
活
動
を
終
了
す
る
も
の

と
す
る
。



１
．
平
成
２４
年
９
月
２８
日
に
第

１
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

委
員
長
に
小
松
義
光
委
員
、
副

委
員
長
に
中
川
友
規
委
員
を
そ

れ
ぞ
れ
互
選
し
た
。

２
．
平
成
２４
年
１０
月
１５
日
に
第

２
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

要
求
資
料
の
確
認
及
び
今
後
の

調
査
方
法
に
つ
い
て
協
議
し

た
。要

求
資
料
は
、
過
去
１０
年
間

の
災
害
に
伴
う
被
害
状
況
及
び

七
飯
町
の
災
害
復
旧
事
業
、
支

援
事
業
の
状
況
、
災
害
等
に
伴

う
国
・
道
へ
の
要
望
状
況
及
び

国
・
道
の
災
害
復
旧
事
業
の
状

況
に
つ
い
て
提
出
を
求
め
る
こ

と
と
し
た
。

今
後
の
調
査
方
法
に
つ
い
て

は
、
次
回
の
委
員
会
で
資
料
に

基
づ
く
説
明
を
受
け
た
後
、

国
・
道
が
管
理
す
る
道
路
・
河

川
を
主
に
現
地
調
査
を
行
い
、

そ
の
後
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
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か
け
て
は
、台
風
９
号
の
ほ
か
、

低
気
圧
、
停
滞
前
線
に
よ
る
集

中
豪
雨
の
た
め
、
３
億
６
千
３８０

万
９
千
円
の
被
害
が
生
じ
て
お

り
、
住
宅
、
農
作
物
、
農
業
用

施
設
の
ほ
か
、
土
砂
流
出
に
よ

る
道
路
被
害
、
氾
濫
に
よ
る
河

川
被
害
が
発
生
し
て
い
る
。

平
成
２２
年
１２
月
、
平
成
２４
年

２
月
に
は
、
大
雪
に
よ
る
営
農

施
設
、
農
作
物
等
の
被
害
が
発

生
し
て
お
り
、
平
成
２２
年
１２
月

の
被
害
額
は
１
億
９
千
９９３
万
５

千
円
と
な
っ
て
い
る
。

近
年
の
災
害
の
特
徴
と
し
て

は
、
異
常
気
象
に
よ
る
ゲ
リ
ラ

豪
雨
と
い
わ
れ
る
集
中
豪
雨
、

局
地
的
な
大
雪
に
よ
り
、
被
害

が
発
生
し
て
い
る
状
況
で
あ

る
。地

震
に
お
い
て
は
、
平
成
５

年
７
月
の
北
海
道
南
西
沖
地
震

に
よ
る
被
害
が
大
き
く
、
平
成

２３
年
３
月
に
発
生
し
た
東
日
本

大
震
災
で
は
被
害
は
確
認
さ
れ

て
い
な
い
。

ま
た
、駒
ヶ
岳
に
つ
い
て
は
、

平
成
１２
年
１１
月
に
小
噴
火
が
発

生
し
て
以
来
、
安
定
し
た
状
態

が
続
い
て
い
る
。

次
に
、
過
去
１０
年
間
に
お
け

る
農
林
水
産
関
係
の
災
害
復
旧

工
事
及
び
支
援
対
策
は
、
平
成

１６
年
の
台
風
に
よ
り
被
災
し
た

果
樹
農
家
に
対
し
、
苗
木
の
購

入
、
支
柱
ワ
イ
ヤ
ー
の
整
備
、

病
害
虫
の
防
止
対
策
に
係
る
費

用
の
一
部
及
び
天
災
資
金
を
借

入
し
た
農
家
に
対
し
利
子
補
給

の
助
成
を
し
て
い
る
。

平
成
１９
年
度
は
、
集
中
豪
雨

で
農
道
、
林
道
及
び
町
営
牧
場

に
お
い
て
被
害
が
生
じ
て
お

り
、
災
害
復
旧
工
事
並
び
に
流

出
し
た
土
砂
の
補
修
工
事
等
に

要
し
た
経
費
は
１
千
９７０
万
２
千

円
で
あ
る
。

平
成
２２
年
度
に
お
い
て
も
、

集
中
豪
雨
で
農
道
、
林
道
及
び

町
営
牧
場
に
お
い
て
被
害
が
生

じ
て
お
り
、
災
害
復
旧
工
事
並

び
に
流
出
し
た
土
砂
の
補
修
工

事
等
に
要
し
た
経
費
は
１
千
２３５

万
４
千
円
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
平
成
２２
年
度
は
、

１２
月
の
大
雪
に
よ
り
農
業
用
ハ

ウ
ス
が
倒
壊
し
た
こ
と
か
ら
、

雪
害
農
業
緊
急
対
策
事
業
と
し

て
、
農
業
用
ハ
ウ
ス
の
建
替
え

に
係
る
費
用
の
一
部
１
千
５４５
万

７
千
円
を
被
災
し
た
農
家
に
助

成
し
て
い
る
。

次
に
、
道
路
・
河
川
関
係
で

あ
る
が
、
町
内
の
河
川
は
、
峠

下
以
南
の
久
根
別
川
水
系
と
大

沼
地
区
の
折
戸
川
水
系
に
分
か

れ
て
い
る
。

七
飯
町
が
管
理
す
る
普
通
河

川
は
、
久
根
別
川
水
系
で
久
根

別
川
本
線
、
蒜
沢
川
、
湯
出
川
、

鳴
川
、
藤
城
川
な
ど
の
支
流
を

含
め
２２
河
川
で
あ
り
、
折
戸
川

水
系
で
折
戸
川
本
線
、
軍
川
、

苅
澗
川
、
宿
野
辺
川
な
ど
の
支

流
を
含
め
１７
河
川
、
合
わ
せ
て

３９
河
川
で
あ
る
。

北
海
道
が
管
理
す
る
２
級
河

川
は
、
久
根
別
川
水
系
で
久
根

別
川
本
線
、
蒜
沢
川
、
湯
出
川
、

鳴
川
、
藤
城
川
、
水
無
沢
川
の

６
河
川
、
折
戸
川
水
系
で
折
戸

川
本
線
、
軍
川
の
２
河
川
、
合

わ
せ
て
８
河
川
で
あ
る
。

次
に
、
過
去
１０
年
間
に
お
け

る
河
川
の
氾
濫
状
況
は
、
軍
川

に
お
い
て
平
成
１９
年
度
、
平
成

２３
年
度
、平
成
２４
年
度
の
３
回
、

藤
城
川
に
お
い
て
平
成
１９
年

度
、
平
成
２２
年
度
の
２
回
、
湯

出
川
に
お
い
て
平
成
１９
年
度
、

平
成
２４
年
度
の
２
回
発
生
し
て

お
り
、
住
宅
及
び
農
地
等
に
被

害
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
特
に
、

平
成
１９
年
７
月
の
災
害
に
お
い

て
は
、
湯
出
川
会
館
が
床
上
浸

水
し
た
こ
と
か
ら
、
撤
去
さ
れ

て
い
る
。

七
飯
町
は
、
災
害
が
発
生
し

た
場
合
の
対
策
は
、
平
成
１９
年

度
の
災
害
で
久
根
別
川
、
大
川

１３
号
線
、
軍
川
１
号
橋
に
お
い

て
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事

業
の
採
択
を
受
け
、
国
庫
補
助

事
業
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ

の
他
の
復
旧
工
事
は
、
町
単
費

で
実
施
し
て
い
る
。

北
海
道
は
、
平
成
１９
年
度
の

災
害
で
被
災
し
た
久
根
別
川
に

お
い
て
公
共
土
木
施
設
災
害
復

旧
事
業
の
採
択
を
受
け
、
護
岸

整
備
等
の
工
事
を
国
庫
補
助
事

業
で
実
施
し
て
お
り
、
平
成
２４

年
５
月
の
集
中
豪
雨
で
被
災
し

た
軍
川
で
は
、
河
道
内
土
砂
除

去
を
道
単
費
で
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
七
飯
町
は
、
河
川
の

氾
濫
に
伴
う
災
害
防
止
に
係
る

対
策
を
北
海
道
に
要
望
し
て
お

り
、
特
に
、
軍
川
、
藤
城
川
、

水
無
沢
川
の
砂
防
事
業
に
よ
る

整
備
促
進
を
要
望
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
北
海
道
は

要
望
の
あ
っ
た
３
河
川
に
つ
い

て
砂
防
事
業
の
実
施
に
向
け
、

関
係
団
体
と
の
調
整
を
行
っ
て

い
る
が
、
自
然
保
護
団
体
と
の

調
整
が
難
航
し
て
い
る
た
め
、

事
業
着
手
に
は
至
っ
て
い
な

い
。軍

川
に
お
い
て
は
、
平
成
２２

年
度
に
砂
防
指
定
地
の
認
可
を

受
け
て
お
り
、
自
然
に
配
慮
し

た
工
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と

で
、
事
業
着
手
に
向
け
前
進
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
藤
城
川
に
つ
い
て

は
、
平
成
２４
年
度
に
砂
防
指
定

地
の
申
請
を
行
う
予
定
で
あ
っ

た
が
、
自
然
保
護
団
体
と
の
調

整
が
難
航
し
て
い
る
こ
と
か

は
、
改
め
て
協
議
す
る
こ
と
を

確
認
し
、委
員
会
を
閉
会
し
た
。

３
．
平
成
２４
年
１１
月
１
日
に
第

３
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

総
務
課
長
、
農
林
水
産
課
長
、

土
木
課
長
、
土
木
課
参
事
の
出

席
を
求
め
、
要
求
に
基
づ
き
提

出
の
あ
っ
た
資
料
の
説
明
を
受

け
、
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
過

去
に
災
害
が
あ
り
、
国
・
道
が

管
理
し
て
い
る
道
路
・
河
川
の

現
地
調
査
を
行
っ
た
。

は
じ
め
に
、
過
去
１０
年
間
に

お
け
る
被
害
状
況
は
、
平
成
１６

年
の
台
風
１５
号
及
び
台
風
１８
号

の
影
響
に
よ
り
７
億
１
千
４２２
万

４
千
円
の
被
害
が
生
じ
て
お

り
、
住
宅
、
果
樹
を
含
む
農
作

物
、
営
農
施
設
、
公
共
施
設
な

ど
全
般
に
わ
た
り
発
生
し
て
い

る
が
、
特
に
、
暴
風
に
よ
る
屋

根
の
破
損
、
倒
木
等
の
被
害
が

あ
っ
た
。

平
成
１９
年
５
月
か
ら
９
月
に

七
飯
町
議
会
災
害
対
策
に
関
す
る

　
　
　

調
査
特
別
委
員
会
報
告
書

委
員
長　

小　

松　

義　

光

平
成
２４
年
９
月
２８
日
第
３
回
定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
当

特
別
委
員
会
が
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
結
果
を
下
記
の
と
お
り
報

告
す
る
。
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ら
、
平
成
２４
年
度
中
の
砂
防
指

定
地
の
申
請
を
見
送
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

次
に
、
平
成
２４
年
５
月
の
大

雨
に
よ
り
土
砂
崩
れ
が
発
生
し

た
道
道
大
沼
公
園
鹿
部
線
に
つ

い
て
は
、
一
時
通
行
止
め
を
し

た
が
、
現
在
は
迂
回
路
に
よ
る

通
行
が
可
能
で
あ
り
、
本
格
的

な
復
旧
工
事
の
工
期
は
平
成
２４

年
１０
月
２３
日
か
ら
平
成
２５
年
３

月
２１
日
ま
で
で
あ
り
、
補
強
盛

土
工
を
工
事
延
長
３１
ｍ
に
わ
た

り
実
施
す
る
計
画
で
あ
る
。

次
に
、
現
地
調
査
は
、
土
砂

崩
れ
が
発
生
し
た
道
道
大
沼
公

園
鹿
部
線
、
氾
濫
が
発
生
し
た

軍
川
、藤
城
川（
本
流
、支
流
）、

湯
出
川
、
水
位
が
上
昇
し
た
蒜

沢
川
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
概

要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
道
道
大
沼
公
園
鹿
部
線

土
砂
崩
れ
の
あ
っ
た
箇
所

は
、
鹿
部
町
内
で
あ
る
が
七
飯

町
と
鹿
部
町
を
つ
な
ぐ
幹
線
道

路
で
あ
る
こ
と
か
ら
調
査
を
行

っ
た
。
土
砂
崩
れ
は
、
約
１０
年

前
に
も
土
砂
崩
れ
が
あ
っ
た
箇

所
で
、
現
在
は
迂
回
路
に
よ
る

通
行
が
可
能
で
あ
る
が
、
迂
回

路
が
急
カ
ー
ブ
で
あ
る
こ
と
か

ら
冬
期
間
の
交
通
事
故
が
危
惧

さ
れ
る
。

②
軍
川

平
成
２４
年
５
月
に
氾
濫
し
た

箇
所
は
、
現
在
も
両
岸
に
大
型

土
の
う
が
積
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
北
海
道
が
砂
防
事
業

で
計
画
し
て
い
る
箇
所
は
、
軍

川
に
隣
接
し
た
転
作
田
に
遊
砂

地
を
整
備
す
る
計
画
で
あ
り
、

自
然
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
大

雨
時
の
災
害
対
策
に
有
効
な
手

段
と
考
え
ら
れ
る
。

③
藤
城
川

平
成
２２
年
９
月
に
氾
濫
し
た

箇
所
は
、
藤
城
川
の
支
流
で
あ

り
、
直
角
に
曲
が
っ
た
と
こ
ろ

で
氾
濫
し
て
お
り
、
常
に
堆
積

土
砂
の
除
去
が
必
要
で
あ
る
。

平
成
１９
年
７
月
に
氾
濫
し
た

箇
所
は
、
国
道
５
号
か
ら
す
ぐ

下
流
の
直
角
に
曲
が
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
河
川
の
線
形
を
変

え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
北
海
道
は
上
流
部
に

遊
砂
池
な
ど
の
砂
防
事
業
を
計

画
し
て
お
り
、
関
係
団
体
と
の

調
整
に
よ
り
、
早
い
着
工
が
望

ま
れ
る
。

④
湯
出
川

湯
出
川
は
、
過
去
に
何
度
も

氾
濫
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、

原
因
は
、
国
道
５
号
及
び
Ｊ
Ｒ

函
館
本
線
の
横
断
管
が
狭
い
こ

と
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
横
断

管
の
断
面
を
広
く
す
る
と
と
も

に
、
下
流
域
で
災
害
が
発
生
し

な
い
よ
う
に
整
備
が
必
要
で
あ

る
。

⑤
蒜
沢
川

平
成
２４
年
５
月
の
大
雨
で
水

位
が
上
昇
し
た
下
流
部
中
野
地

区
は
、
河
川
内
に
立
木
や
雑
草

が
生
い
茂
り
河
道
断
面
を
狭
く

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
立
木
や

雑
草
を
除
去
し
、
河
道
の
断
面

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
現
地
調
査
の
あ
と
、

各
委
員
が
現
地
調
査
の
感
想
を

述
べ
、
次
回
の
委
員
会
で
ま
と

め
る
こ
と
を
確
認
し
、
委
員
会

を
閉
会
し
た
。

４
．
平
成
２４
年
１１
月
７
日
に
、

未
明
の
大
雨
に
よ
り
町
内
に
お

い
て
被
害
が
生
じ
た
こ
と
か

ら
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が

被
害
状
況
を
調
査
し
た
。

未
明
の
大
雨
は
、
午
前
１
時

か
ら
午
前
２
時
ま
で
の
１
時
間

雨
量
２４
㎜
を
記
録
し
、
町
内
各

地
で
被
害
が
生
じ
て
い
る
。

現
地
調
査
の
主
な
も
の
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
町
内
各
地
に
お
い
て
、
農
地

の
表
土
が
流
さ
れ
町
道
等
に
流

出
し
、
車
両
の
通
行
に
支
障
を

き
た
し
て
い
る
。

・
中
島
川
の
大
中
山
２
丁
目
３１

番
１３
号
地
先
に
お
い
て
、
川
の

横
断
管
が
狭
い
た
め
、
泥
流
を

飲
み
き
れ
ず
、
低
い
箇
所
か
ら

氾
濫
し
た
泥
流
が
道
路
を
流

れ
、下
の
住
宅
前
で
堆
積
し
た
。

・
湯
出
川
の
国
道
５
号
及
び
Ｊ

Ｒ
函
館
本
線
の
横
断
管
が
狭
い

た
め
、
泥
流
を
飲
み
き
れ
ず
、

国
道
５
号
上
流
部
で
氾
濫
し
、

住
宅
及
び
倉
庫
が
床
下
浸
水
を

し
た
。

・
蒜
沢
川
は
、
氾
濫
は
し
て
い

な
い
が
、
両
岸
の
状
況
は
、
雑

草
が
倒
れ
、
上
流
か
ら
雑
木
が

張
り
付
い
て
お
り
、
一
時
的
に

水
嵩
が
上
が
り
、
雨
が
降
り
続

い
た
場
合
は
危
険
な
状
況
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
た
。

・
他
の
湯
出
川
下
流
部
、
藤
城

川
本
流
及
び
支
流
は
、
一
時
的

に
水
嵩
が
上
が
っ
た
状
況
は
窺

え
た
が
、
被
害
は
発
生
し
て
い

な
い
。

５
．
平
成
２４
年
１１
月
１４
日
に
第

４
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

総
務
課
長
、
土
木
課
長
、
土
木

課
参
事
の
出
席
を
求
め
、
１１
月

６
日
か
ら
７
日
に
か
け
て
の
大

雨
に
よ
る
被
害
状
況
に
つ
い
て

説
明
を
受
け
る
と
と
も
に
、
前

回
の
委
員
会
で
現
地
調
査
し
た

総
括
を
行
っ
た
。

１１
月
６
日
か
ら
７
日
に
か
け

て
の
大
雨
は
、
総
雨
量
で
鳴
川

７４
㎜
、
大
沼
６４
㎜
で
あ
っ
た
が
、

６
日
午
後
１１
時
か
ら
７
日
午
前

１
時
ま
で
の
２
時
間
で
鳴
川
４１

㎜
、
大
沼
２９
㎜
の
集
中
豪
雨
に

よ
り
、
道
路
へ
の
土
砂
・
泥
水

流
入
な
ど
土
木
関
係
で
３５
箇

所
、
農
道
洗
掘
な
ど
農
業
関
係

で
５
カ
所
の
被
害
が
あ
り
、
復

旧
に
係
る
費
用
は
予
備
費
か
ら

の
充
用
及
び
専
決
処
分
で
対
応

し
た
い
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

現
地
調
査
に
よ
る
総
括
で

は
、
各
委
員
か
ら
の
意
見
を
も

と
に
、
担
当
課
に
対
す
る
質
疑

を
行
う
と
と
も
に
、
軍
川
・
藤

城
川
に
お
い
て
計
画
さ
れ
て
い

る
砂
防
事
業
の
理
解
を
深
め
る

た
め
、
砂
防
事
業
の
制
度
、
河

川
事
業
と
の
違
い
、
砂
防
事
業

実
施
ま
で
の
手
順
等
に
つ
い
て

資
料
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、次
回
の
委
員
会
で
は
、

道
道
大
沼
公
園
鹿
部
線
の
土
砂

崩
れ
に
よ
る
災
害
復
旧
工
事
が

冬
期
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
工
事
期
間
の
交
通
安
全
対

策
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
よ

う
、
渡
島
総
合
振
興
局
に
要
望

す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
委
員

会
を
閉
会
し
た
。

６
．
平
成
２４
年
１２
月
３
日
に
第

５
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

町
長
、
土
木
課
長
、
土
木
課
参

事
の
出
席
を
求
め
、
提
出
の
あ

っ
た
資
料
の
説
明
を
受
け
る
と

と
も
に
、
道
道
大
沼
公
園
鹿
部

線
の
災
害
復
旧
工
事
期
間
の
交

通
安
全
対
策
に
つ
い
て
渡
島
総

合
振
興
局
へ
要
望
活
動
を
行
っ

た
。は

じ
め
に
、
土
木
課
か
ら
砂

防
事
業
の
概
要
に
つ
い
て
の
説

明
が
あ
っ
た
。

砂
防
事
業
の
制
度
は
、
補
助
砂

防
事
業
（
通
常
砂
防
事
業
、
火

山
砂
防
事
業
、
そ
の
他
）
と
直

轄
砂
防
事
業（
直
轄
砂
防
事
業
、

直
轄
火
山
砂
防
事
業
）が
あ
り
、

軍
川
と
藤
城
川
は
通
常
砂
防
事

業
で
整
備
す
る
計
画
で
あ
る
。

砂
防
事
業
は
、
市
街
地
や
河

川
区
域
、
森
林
区
域
等
に
お
い

て
、
既
存
の
砂
防
指
定
地
区
域

や
新
た
に
砂
防
指
定
地
を
指
定

し
た
区
域
に
、
砂
防
事
業
と
し

て
土
砂
流
出
防
止
対
策
の
遊
砂

地
工
や
渓
流
保
全
工
を
整
備
す

る
も
の
で
あ
り
、
河
道
の
流
下

湯出川上流・国道横断管湯出川上流・国道横断管湯出川上流・国道横断管
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望
す
る
案
件
に
つ
い
て
協
議
し

た
。は

じ
め
に
、土
木
課
長
か
ら
、

湯
出
川
の
横
断
管
の
拡
大
に
係

る
Ｊ
Ｒ
北
海
道
と
の
協
議
結
果

に
つ
い
て
、
報
告
が
あ
っ
た
。

Ｊ
Ｒ
北
海
道
と
の
協
議
で

は
、
集
中
豪
雨
に
係
る
湯
出
川

の
氾
濫
の
被
害
状
況
及
び
原
因

に
つ
い
て
説
明
し
、
国
道
５
号

の
拡
大
と
と
も
に
Ｊ
Ｒ
北
海
道

に
お
い
て
も
拡
大
す
る
よ
う
求

め
た
が
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
側
は
、

原
則
論
と
し
て
、
河
川
は
七
飯

町
の
財
産
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

Ｊ
Ｒ
北
海
道
が
費
用
負
担
す
る

こ
と
と
は
な
ら
ず
、
七
飯
町
が

費
用
負
担
す
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
国
道
５
号
が
先
に
横

断
管
を
拡
大
し
た
場
合
に
、
Ｊ

Ｒ
線
に
影
響
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
今
後
協
議
を
継
続
す
る
こ

と
と
し
た
。

次
に
、
災
害
対
策
に
係
る
北

海
道
等
へ
の
要
望
に
つ
い
て
協

議
し
た
結
果
、
要
望
先
を
北
海

道
、
北
海
道
開
発
局
、
Ｊ
Ｒ
北

海
道
と
し
、
要
望
内
容
を
北
海

道
は
、
軍
川
、
藤
城
川
の
砂
防

事
業
の
推
進
な
ど
、
北
海
道
開

発
局
と
Ｊ
Ｒ
北
海
道
は
、
湯
出

川
の
横
断
管
を
拡
大
す
る
こ

と
、
日
程
に
つ
い
て
は
、
委
員

長
及
び
副
委
員
長
に
一
任
す
る

こ
と
を
確
認
し
て
、
委
員
会
を

閉
会
し
た
。

８
．
平
成
２５
年
１
月
２２
日
に
災

害
対
策
に
係
る
札
幌
で
の
要
望

活
動
を
行
っ
た
。

は
じ
め
に
、
北
海
道
へ
の
要

望
は
、
知
事
に
対
し
て
行
い
、

二
級
河
川
久
根
別
川
広
域
基
幹

改
修
事
業
の
整
備
促
進
、
藤
城

川
通
常
砂
防
事
業
の
整
備
促

進
、
軍
川
通
常
砂
防
事
業
の
整

備
促
進
、
湯
出
川
の
整
備
促
進

に
つ
い
て
要
望
し
た
。

特
に
、
軍
川
、
藤
城
川
に
つ

い
て
は
、
通
常
砂
防
事
業
が
認

可
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
自
然
保
護
団
体
等
と
の
協

議
が
進
ま
な
い
た
め
に
遅
れ
て

い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

町
・
町
議
会
と
し
て
も
地
元
調

整
に
努
力
す
る
た
め
、
早
期
に

工
事
着
手
で
き
る
よ
う
要
望
し

た
。次

に
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
に
対
し

て
は
、
湯
出
川
の
河
川
氾
濫
の

原
因
は
横
断
管
が
狭
い
こ
と
に

あ
る
こ
と
か
ら
、
横
断
管
の
拡

大
を
主
に
、
Ｊ
Ｒ
函
館
本
線
と

普
通
河
川
交
差
部
の
横
断
管
改

良
に
つ
い
て
要
望
し
た
。

要
望
の
結
果
、
北
海
道
に
つ

い
て
は
、
通
常
砂
防
事
業
も
含

め
て
事
業
を
進
め
た
い
方
針
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
前
向
き
に
努

力
す
る
こ
と
と
し
、
Ｊ
Ｒ
北
海

道
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
横

断
管
の
拡
大
に
係
る
費
用
は
地

元
負
担
で
あ
る
が
、
本
社
内
で

協
議
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
北
海
道
開
発
局
に
対

す
る
要
望
に
つ
い
て
は
、
函
館

開
発
建
設
部
函
館
道
路
事
務
所

に
お
い
て
、
平
成
２５
年
度
基
本

設
計
の
予
算
を
計
上
す
る
な

ど
、
工
事
着
手
に
向
け
て
進
捗

が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
回

は
要
望
を
見
送
る
こ
と
と
し

た
。

９
．
平
成
２５
年
２
月
７
日
に
第

７
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

１
月
２２
日
に
行
っ
た
北
海
道
及

び
Ｊ
Ｒ
北
海
道
に
対
す
る
要
望

活
動
の
総
括
を
行
っ
た
。

は
じ
め
に
、Ｊ
Ｒ
北
海
道
は
、

横
断
管
の
拡
大
に
係
る
費
用
は

地
元
負
担
と
い
う
姿
勢
を
崩
し

て
い
な
い
が
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
に

対
す
る
要
望
活
動
は
、
他
の
事

業
も
含
め
て
初
め
て
と
い
う
こ

と
か
ら
、
今
後
も
継
続
的
に
要

望
活
動
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

り
、
砂
防
指
定
地
の
申
請
は
行

わ
れ
て
い
な
い
。

次
に
、
湯
出
川
の
水
害
に
関

す
る
関
係
機
関
と
の
協
議
に
つ

い
て
は
、
国
道
５
号
の
横
断
管

の
拡
大
に
関
し
て
、
函
館
開
発

建
設
部
及
び
Ｊ
Ｒ
北
海
道
函
館

支
社
と
協
議
し
て
お
り
、
函
館

開
発
建
設
部
に
つ
い
て
は
、
今

後
調
査
に
入
る
と
し
て
い
る

が
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
函
館
支
社
に

つ
い
て
は
、
河
川
管
理
者
（
七

飯
町
）
が
負
担
金
を
出
し
、
Ｊ

Ｒ
北
海
道
が
受
託
工
事
と
し
て

受
け
る
の
が
原
則
と
し
て
い
る
。

こ
の
後
、
町
長
と
と
も
に
渡

島
総
合
振
興
局
に
出
向
き
、
土

砂
崩
れ
の
あ
っ
た
道
道
大
沼
公

園
鹿
部
線
の
災
害
復
旧
工
事
が

冬
期
間
に
係
る
こ
と
か
ら
交
通

安
全
対
策
に
万
全
を
期
す
よ
う

要
望
活
動
を
行
い
、
渡
島
総
合

振
興
局
も
要
望
趣
旨
に
沿
っ

て
、
施
工
業
者
を
指
導
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

次
回
の
委
員
会
は
、
委
員
長

及
び
副
委
員
長
に
一
任
す
る
こ

と
を
確
認
し
て
、
委
員
会
を
閉

会
し
た
。

７
．
平
成
２５
年
１
月
９
日
に
第

６
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

土
木
課
長
、
土
木
課
参
事
の
出

席
を
求
め
、
情
報
提
供
を
受
け

る
と
と
も
に
、
北
海
道
等
へ
要

能
力
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、

河
道
掘
削
や
護
岸
の
設
置
及
び

築
堤
等
を
整
備
す
る
河
川
事
業

と
は
、
異
な
る
事
業
で
あ
る
。

通
常
砂
防
事
業
の
手
順
に
つ

い
て
は
、次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
豪
雨
出
水
な
ど
に
よ
り
土
砂

災
害
が
発
生
、
若
し
く
は
土
砂

災
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、

市
町
村
は
北
海
道
へ
砂
防
事
業

の
要
望
等
を
す
る
。

②
北
海
道
で
要
望
渓
流
の
荒
廃

状
況
を
調
査
し
、
砂
防
事
業
で

の
対
策
が
必
要
か
ど
う
か
を
検

討
し
、必
要
と
認
め
た
と
き
は
、

国
土
交
通
省
と
協
議
し
、
予
算

要
求
及
び
事
業
認
可
の
申
請
を

行
う
。

③
国
の
交
付
金
に
よ
る
砂
防
事

業
が
認
可
（
事
業
着
手
）
さ
れ
、

環
境
調
査
、
用
地
調
査
、
砂
防

指
定
地
の
申
請
に
係
る
調
査
を

行
う
。

④
国
に
お
い
て
、
砂
防
指
定
地

の
告
示
を
行
う
。

⑤
用
地
買
収
、
本
工
事
等
の
着

工
が
可
能
と
な
る
。

軍
川
は
、
砂
防
指
定
地
の
指

定
が
さ
れ
、
用
地
買
収
、
本
工

事
等
の
着
工
が
可
能
な
段
階
で

あ
る
が
、
工
法
に
お
い
て
、
自

然
保
護
団
体
等
と
協
議
中
で
あ

り
、
藤
城
川
は
、
砂
防
事
業
の

認
可
は
さ
れ
て
い
る
が
、
自
然

保
護
団
体
等
と
協
議
中
で
あ

北海道への要望北海道への要望北海道への要望

JR北海道への要望JR北海道への要望JR北海道への要望
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事
業
認
可
は
さ
れ
て
い
る
も
の

の
砂
防
指
定
地
の
申
請
が
見
送

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
然

保
護
団
体
等
と
の
協
議
を
積
極

的
に
進
め
、
早
急
な
事
業
の
着

手
・
完
了
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
大
雨
時
に
頻
繁
に
河

川
の
氾
濫
に
よ
る
住
宅
の
浸

水
、
道
路
・
農
地
の
冠
水
な
ど

の
被
害
が
発
生
し
て
い
る
湯
出

川
に
つ
い
て
は
、
根
本
的
に
国

道
５
号
及
び
Ｊ
Ｒ
函
館
本
線
の

横
断
管
を
改
良
し
な
け
れ
ば
解

決
し
な
い
問
題
で
あ
り
、
関
係

機
関
と
の
協
議
を
進
め
、
早
期

に
解
決
す
る
こ
と
を
望
む
と
と

も
に
、
２
カ
所
の
横
断
管
の
改

良
に
よ
っ
て
、
下
流
域
で
災
害

が
発
生
し
な
い
よ
う
に
全
体
的

な
災
害
対
策
を
併
せ
て
望
む
も

の
で
あ
る
。

最
近
は
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
や
爆

弾
低
気
圧
な
ど
台
風
以
外
に
も

突
発
的
な
暴
風
雨
な
ど
に
よ
っ

て
災
害
が
発
生
し
て
お
り
、
特

に
、
七
飯
町
の
峠
下
以
南
の
河

川
は
、
全
て
久
根
別
川
に
流
入

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
２
級
河

川
及
び
普
通
河
川
で
い
つ
で
も

災
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
久
根
別
川
広
域
基
幹

改
修
事
業
の
早
期
完
了
が
望
ま

れ
る
。

ま
た
、
七
飯
町
は
駒
ヶ
岳
を

抱
え
て
お
り
、
噴
火
に
よ
る
災

害
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
駒
ヶ
岳
周
辺
自
治
体
と
の

連
携
に
よ
り
、
災
害
を
最
小
限

に
留
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

な
お
、
要
望
活
動
は
１
回
の
み

で
す
ぐ
に
成
果
が
表
れ
る
こ
と

は
稀
で
あ
り
、
特
に
、
Ｊ
Ｒ
北

海
道
に
対
し
て
の
要
望
は
今
回

が
初
め
て
と
い
う
こ
と
か
ら
、

地
元
の
熱
意
を
伝
え
る
た
め
、

今
後
も
継
続
的
に
要
望
活
動
を

実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
災
害
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ

て
く
る
」
の
格
言
ど
お
り
、
災

害
は
い
つ
発
生
す
る
か
わ
か
ら

な
い
が
、
最
近
の
情
報
化
時
代

に
お
い
て
は
、
気
象
情
報
は
確

か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

七
飯
町
に
お
い
て
は
災
害
復
旧

と
と
も
に
、「
減
災
」
に
力
点

を
置
い
た
災
害
・
防
災
対
策
を

強
く
望
み
、
委
員
会
活
動
を
終

了
す
る
。
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ま
た
、
北
海
道
は
、
基
本
的

に
は
事
業
を
進
め
た
い
と
い
う

立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
業

が
進
ま
な
い
原
因
の
一
つ
で
あ

る
自
然
保
護
団
体
等
と
の
協
議

に
つ
い
て
は
、
地
元
と
し
て
積

極
的
に
調
整
す
る
必
要
が
あ

る
。以

上
の
総
括
を
行
い
、
次
回

の
委
員
会
で
は
平
成
２５
年
第
１

回
定
例
会
に
提
出
す
る
最
終
報

告
書
の
ま
と
め
を
行
う
こ
と
を

確
認
し
て
、
委
員
会
を
閉
会
し

た
。

１０
．
平
成
２５
年
２
月
１９
日
に
第

８
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

こ
れ
ま
で
の
調
査
活
動
に
つ
い

て
、
平
成
２５
年
第
１
回
定
例
会

に
提
出
す
る
最
終
報
告
書
の
ま

と
め
を
行
い
、
委
員
会
を
閉
会

し
た
。

１１
．
ま
と
め

以
上
が
、
当
委
員
会
の
こ
れ

ま
で
の
活
動
を
ま
と
め
た
報
告

で
あ
る
。

当
委
員
会
は
、
七
飯
町
で
発

生
し
た
災
害
に
つ
い
て
検
証
す

る
と
と
も
に
、
計
画
さ
れ
て
い

る
通
常
砂
防
事
業
の
円
滑
な
事

業
の
推
進
や
課
題
と
な
っ
て
い

る
懸
案
事
項
に
つ
い
て
、
解
決

に
向
け
て
少
し
で
も
前
進
す
る

こ
と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
て
い

る
。七

飯
町
に
お
い
て
は
、
過
去

の
災
害
で
人
的
被
害
は
な
い
も

の
の
、
平
成
１９
年
、
平
成
２３
年
、

平
成
２４
年
の
集
中
豪
雨
に
よ
り
、

河
川
の
氾
濫
に
よ
る
住
宅
の
浸

水
、
道
路
・
農
地
等
の
冠
水
な

ど
の
被
害
が
た
び
た
び
発
生
し

て
い
る
。

当
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
後

の
１１
月
上
旬
に
も
集
中
豪
雨
に

よ
る
災
害
が
発
生
す
る
な
ど
、

台
風
以
外
に
も
ゲ
リ
ラ
豪
雨
や

爆
弾
低
気
圧
と
称
さ
れ
る
異
常

気
象
に
よ
り
災
害
が
頻
繁
に
発

生
し
て
い
る
。

特
に
、
当
委
員
会
で
は
、
河

川
の
氾
濫
に
よ
り
被
害
の
あ
っ

た
湯
出
川
横
断
管
の
改
良
、
通

常
砂
防
事
業
が
認
可
さ
れ
て
い

る
軍
川
、
藤
城
川
の
事
業
推
進

の
た
め
重
点
的
に
調
査
す
る
と

と
も
に
、
併
せ
て
北
海
道
等
へ

の
要
望
活
動
も
行
っ
て
い
る
。

通
常
砂
防
事
業
の
軍
川
に
つ
い

て
は
、
事
業
認
可
及
び
砂
防
指

定
地
の
指
定
が
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
保
護
団

体
等
の
協
議
の
た
め
に
、
事
業

の
推
進
が
滞
っ
て
い
る
こ
と

は
、
非
常
に
残
念
で
あ
り
、
関

係
機
関
が
精
力
的
に
協
議
を
進

め
、
速
や
か
な
事
業
の
着
手
・

完
了
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、藤
城
川
に
つ
い
て
も
、

１
．
審
査
に
付
託
さ
れ
た
議
案

議
案
第
１０
号
　
七
飯
町
町
税

等
の
滞
納
に
対
す
る
制
限
措
置

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

２
．
審
査
の
経
過

平
成
２５
年
３
月
１１
日
、１２
日
、

１９
日
、
２１
日
の
４
日
間
委
員
会

を
開
催
し
、
政
策
推
進
課
長
の

出
席
を
求
め
、審
査
を
行
っ
た
。

３
．
決
定
及
び
理
由

⑴
決
　
　
定
　
　
原
案
可
決

⑵
理
　
　
由

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
町
税
等
の
滞
納
に
対
す
る

制
限
措
置
に
関
す
る
条
例
（
平

成
１６
年
条
例
第
１
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。）
の
一
部
改

正
は
、
七
飯
町
が
新
た
に
七
飯

町
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置

補
助
金
制
度
を
創
設
し
、
平
成

２５
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る

た
め
、
七
飯
町
町
税
等
に
滞
納

が
あ
る
設
置
者
に
対
し
、
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補
助
金

の
対
象
と
し
な
い
た
め
、
条
例

第
２
条
（
適
用
範
囲
）
関
係
の

別
表
に
第
３４
号
と
し
て
「
七
飯

町
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置

補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。」
を

加
え
る
も
の
で
あ
る
。

七
飯
町
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
設
置
補
助
金
は
、
平
成
２４
年

夏
以
降
の
電
力
供
給
量
の
減
少

に
伴
い
、
七
飯
町
に
お
け
る
省

エ
ネ
・
節
電
対
策
に
加
え
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
自
給
量
の
確
保
を
目

的
と
し
、
戸
建
一
般
住
宅
（
店

舗
等
の
兼
用
を
含
む
。）
に
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す

る
場
合
に
そ
の
一
部
を
助
成
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

補
助
対
象
者
は
、
太
陽
光
発

電
普
及
拡
大
セ
ン
タ
ー
（
以
下

予
算
審
査
特
別
委
員
会
報
告

委
員
長　

坂　

本　
　
　

繁

平
成
25
年
度

平
成
２５
年
３
月
１１
日
第
１
回
定
例
会
に
お
け
る
議
決
に
基
づ
き
、

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
を
下
記

の
と
お
り
報
告
す
る
。
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七
飯
町
水
道
事
業
会
計
予
算

２
．
審
査
の
経
過

平
成
２５
年
３
月
１１
日
、
１２
日
、

１３
日
、
１４
日
、
１５
日
、
１９
日
、

２１
日
の
７
日
間
、
委
員
会
を
開

催
し
、
町
長
、
副
町
長
、
担
当

の
課
長
、
局
長
及
び
参
事
の
出

席
を
求
め
、
審
査
を
行
っ
た
。

３
．
審
査
の
結
果

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
７

議
案
に
つ
い
て
、
慎
重
に
審
査

し
た
結
果
、
議
案
第
１
号
は
賛

成
多
数
で
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
し
、
議
案

第
２
号
か
ら
議
案
第
７
号
ま
で

は
い
ず
れ
も
全
員
一
致
で
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

な
お
、
予
算
執
行
に
あ
た
り

町
理
事
者
に
次
の
事
項
に
つ
い

て
申
し
入
れ
す
べ
き
と
合
意
が

あ
っ
た
の
で
、
付
帯
意
見
等
と

し
て
申
し
入
れ
を
す
る
。

４
．
付
帯
意
見
等

【
総
括
的
事
項
】

本
年
度
の
一
般
会
計
予
算

は
、
９１
億
円
で
前
年
度
予
算
と

比
較
し
て
４
千
万
円
の
減
少
と

な
っ
て
い
る
。

歳
入
で
は
、
町
税
で
前
年
度
と

比
較
し
て
１８７
万
６
千
円
が
増
加

し
て
い
る
が
、
た
ば
こ
税
で
２

１５９
番
地
２
、
定
員
：
２０
人
」
を

加
え
る
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
町
が
管
理
す
る
学
童

保
育
ク
ラ
ブ
は
４
か
所
、
定
員

は
１６０
人
で
あ
り
、
一
括
七
飯
町

学
童
保
育
ク
ラ
ブ
指
導
員
会

「
レ
ラ
」
に
指
定
管
理
を
行
っ

て
い
る
。

新
た
に
峠
下
地
区
に
学
童
保

育
ク
ラ
ブ
を
設
置
す
る
ま
で
の

経
過
は
、
峠
下
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
総
会
で
議
題
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
同
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
で
保
護
者

に
対
し
て
峠
下
学
童
保
育
設
置

に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
た
と
こ
ろ
、
開
設
し
た

場
合
７０
％
以
上
の
保
護
者
が
利

用
し
た
い
と
の
回
答
を
得
た
こ

と
か
ら
、
同
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
七
飯

町
に
要
望
書
を
提
出
し
、
実
現

し
た
も
の
で
あ
る
。

「
サ
ル
ビ
ア
ク
ラ
ブ
」
の
設

置
場
所
は
、
峠
下
公
民
館
で
あ

り
、
管
理
運
営
の
方
法
は
、
藤

城
地
区
に
設
置
さ
れ
て
い
る

「
あ
お
ぞ
ら
ク
ラ
ブ
」
と
類
似

し
て
い
る
が
、「
あ
お
ぞ
ら
ク

ラ
ブ
」
は
藤
城
公
民
館
で
学
童

保
育
専
用
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し

て
い
る
も
の
の
、「
サ
ル
ビ
ア

ク
ラ
ブ
」
は
、
峠
下
公
民
館
で

総
会
、
役
員
会
、
公
民
館
講
座

な
ど
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、

全
て
共
用
ス
ペ
ー
ス
で
管
理
運

営
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
加
え
、
七
飯
町
学
童
保
育

ク
ラ
ブ
指
導
員
会
「
レ
ラ
」
に

打
診
し
た
結
果
、
組
織
、
人
員

等
の
体
制
が
整
わ
な
い
こ
と
を

理
由
に
断
ら
れ
た
た
め
、
指
定

管
理
者
で
は
な
く
、
直
営
で
運

営
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
峠
下
地
域
へ
の
学
童

保
育
ク
ラ
ブ
の
新
設
は
、
地
域

か
ら
の
要
望
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
採
決
し
た
結
果
、
全
員

一
致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

１
．
審
査
に
付
託
さ
れ
た
議
案

⑴
議
案
第
１
号
　
平
成
２５
年
度

七
飯
町
一
般
会
計
予
算

⑵
議
案
第
２
号
　
平
成
２５
年
度

七
飯
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
予
算

⑶
議
案
第
３
号
　
平
成
２５
年
度

七
飯
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
予
算

⑷
議
案
第
４
号
　
平
成
２５
年
度

七
飯
町
介
護
保
険
特
別
会
計
予

算⑸
議
案
第
５
号
　
平
成
２５
年
度

七
飯
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計

予
算

⑹
議
案
第
６
号
　
平
成
２５
年
度

七
飯
町
土
地
造
成
事
業
特
別
会

計
予
算

⑺
議
案
第
７
号
　
平
成
２５
年
度

え
、
条
例
の
内
容
を
審
査
し
た

と
こ
ろ
、
七
飯
町
太
陽
光
発
電

シ
ス
テ
ム
設
置
補
助
金
制
度
の

創
設
に
伴
い
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
公
平
性
を
踏
ま
え
、
滞
納
者

に
対
し
て
制
限
措
置
を
す
る
も

の
で
あ
り
、
採
決
し
た
結
果
、

全
員
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

１
．
審
査
に
付
託
さ
れ
た
議
案

議
案
第
１２
号
　
七
飯
町
学
童

保
育
ク
ラ
ブ
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

２
．
審
査
の
経
過

平
成
２５
年
３
月
１１
日
、１２
日
、

１９
日
、
２１
日
の
４
日
間
委
員
会

を
開
催
し
、
子
育
て
健
康
支
援

課
長
の
出
席
を
求
め
、
審
査
を

行
っ
た
。

３
．
決
定
及
び
理
由

⑴
決
　
　
定
　
　
原
案
可
決

⑵
理
　
　
由

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
条
例

（
平
成
１９
年
条
例
第
２６
号
。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
一

部
改
正
は
、
七
飯
町
が
峠
下
地

区
に
新
た
に
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

を
直
営
で
平
成
２５
年
４
月
１
日

か
ら
設
置
す
る
た
め
、
条
例
第

２
条
に
「
名
称
：
サ
ル
ビ
ア
ク

ラ
ブ
、
位
置
：
七
飯
町
字
峠
下

「
Ｊ
ー
Ｐ
Ｅ
Ｃ
」
と
い
う
。）
の

住
宅
用
太
陽
光
発
電
導
入
支
援

補
助
金
を
受
け
ら
れ
る
者
で
、

か
つ
、
町
税
等
を
滞
納
し
て
い

な
い
者
、
七
飯
町
内
に
自
ら
住

宅
を
所
有
し
居
住
し
て
い
る
者

及
び
居
住
予
定
の
あ
る
者
と

し
、
新
築
・
建
売
・
既
存
住
宅

の
区
別
は
問
わ
な
い
と
し
て
い

る
。補

助
対
象
額
は
、
１
kW
あ
た

り
７
万
円
と
し
、
１
件
あ
た
り

の
限
度
額
は
４
kW
、
２８
万
円
と

し
て
い
る
が
、
Ｊ
ー
Ｐ
Ｅ
Ｃ
か

ら
１
kW
あ
た
り
３
万
円
が
助
成

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
設
置
者
は

合
計
で
１
kW
あ
た
り
１０
万
円
の

助
成
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。七

飯
町
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
設
置
補
助
金
の
平
成
２５
年
度

の
予
算
計
上
額
は
２０
件
、
５６０
万

円
で
あ
り
「
七
飯
町
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
設
置
補
助
金
交
付

要
綱
」
を
平
成
２５
年
４
月
１
日

か
ら
施
行
し
、
適
正
な
運
用
を

図
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
併
せ

て
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
公
平
性

を
図
る
た
め
に
、
町
税
等
の
滞

納
が
あ
る
設
置
者
は
、
七
飯
町

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補

助
金
の
対
象
外
と
す
る
た
め
、

条
例
に
１
号
を
加
え
る
も
の
で

あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

千
８０５
万
７
千
円
、
軽
自
動
車
税

で
８２
万
３
千
円
増
加
し
て
い
る

一
方
で
、
町
税
の
根
幹
を
占
め

る
町
民
税
で
１
千
３０９
万
２
千

円
、
固
定
資
産
税
で
１
千
２４３
万

７
千
円
減
少
し
て
お
り
、
町
民

税
の
減
少
は
、
長
引
く
景
気
低

迷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
地
方
交
付
税
で
１
億

円
、
国
庫
支
出
金
で
３
千
１３８
万

９
千
円
減
少
し
て
お
り
、
前
年

度
と
比
較
し
て
５
千
７１０
万
９
千

円
少
な
い
も
の
の
４
億
７
千
３７１

万
円
の
基
金
繰
入
れ
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
予
算
編
成
と

な
っ
て
お
り
、
依
然
、
地
方
財

政
は
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。

歳
出
で
は
、
前
年
度
と
比
較

し
て
一
般
行
政
経
費
で
４
千
２７２

万
６
千
円
、
投
資
的
経
費
で
１

億
５
千
１４３
万
７
千
円
、
そ
の
他

の
経
費
で
７８１
万
２
千
円
減
少
し

て
い
る
が
、
義
務
的
経
費
で
は

１
億
６
千
１９７
万
５
千
円
増
加

し
、
特
に
、
扶
助
費
で
１
億
５

千
３４６
万
円
、
９
．
３
％
の
大
幅

な
増
加
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

特
別
会
計
・
企
業
会
計
へ
の
繰

出
金
が
前
年
度
と
比
較
し
て
１

千
２２６
万
３
千
円
増
加
し
９
億
８

千
６７２
万
９
千
円
と
な
っ
て
い

る
。な

お
、
投
資
的
経
費
の
減
少

は
青
少
年
セ
ン
タ
ー
ユ
ー
ト
ピ

ア
大
沼
の
解
体
工
事
、
土
木
車
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が
協
業
組
合
の
一
本
化
に
向
け

て
、
相
談
業
務
を
行
っ
て
い
た

場
合
に
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集

業
者
と
共
通
認
識
の
も
と
、
町

民
に
対
し
て
も
工
区
の
見
直
し

に
よ
る
収
集
日
の
変
更
な
ど
、

十
分
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

当
委
員
会
の
審
査
に
お
い

て
、
町
は
、
６
工
区
を
５
工
区

に
減
区
し
た
場
合
に
は
約
８５０
万

円
の
委
託
料
が
減
額
に
な
る
こ

と
を
説
明
し
て
お
り
、
６
工
区

か
ら
５
工
区
に
移
行
す
る
時
期

に
つ
い
て
、
町
理
事
者
側
の
答

弁
が
二
転
三
転
し
、
審
査
に
混

乱
を
招
い
た
こ
と
は
誠
に
遺
憾

で
あ
り
、
結
果
的
に
議
会
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
廃
棄
物

収
集
業
者
を
は
じ
め
町
民
が
不

信
感
を
抱
く
こ
と
と
な
る
。

ご
み
の
収
集
業
務
は
、
町
民

の
日
常
生
活
に
大
き
く
影
響
す

る
も
の
で
あ
り
、
町
は
、
事
前

に
十
分
な
計
画
を
策
定
す
る
べ

き
で
あ
り
、
今
後
も
、
計
画
的

な
執
行
に
よ
り
経
費
の
節
減
を

望
む
も
の
で
あ
る
。

⑵
平
成
２５
年
度
に
お
い
て
峠
下

地
域
に
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
が
新

設
さ
れ
る
が
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

と
放
課
後
子
ど
も
教
室
に
つ
い

て
は
、
小
学
１
年
生
か
ら
小
学

６
年
生
ま
で
の
児
童
を
対
象
と

し
た
総
合
的
な
放
課
後
児
童
対

策
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
２５
年
度
一
般
会

計
予
算
を
反
対
し
た
委
員
か
ら

は
、
木
造
住
宅
耐
震
診
断
補
助

金
と
し
て
３
棟
分
２５
万
８
千
円

が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成

２２
年
３
月
に
策
定
し
た
七
飯
町

耐
震
改
修
促
進
計
画
で
は
平
成

２７
年
度
ま
で
公
共
施
設
と
と
も

に
民
間
住
宅
の
耐
震
率
を
９０
％

に
す
る
と
目
標
に
掲
げ
て
お

り
、
町
民
が
安
全
に
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指

す
た
め
に
は
、
不
十
分
な
予
算

計
上
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ

た
。
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経
費
の
節
減
を
図
る
こ
と
を
説

明
し
て
い
る
。

町
は
、
協
業
組
合
が
平
成
２４

年
９
月
ご
ろ
か
ら
５
社
の
一
本

化
を
念
頭
に
協
議
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
承
知

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
本
化
に
向
け
て
の
相
談
な
ど

は
行
っ
て
お
ら
ず
、
協
業
組
合

任
せ
と
し
て
お
り
、
町
が
果
た

す
べ
き
役
割
を
担
っ
て
い
な
か

っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

塵
芥
収
集
委
託
料
の
平
成
２５

年
度
予
算
は
、
昨
年
同
様
に
６

工
区
分
で
計
上
し
て
い
る
が
、

過
去
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
町

両
の
購
入
が
完
了
し
た
こ
と
な

ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

総
体
で
は
、
自
主
財
源
比
率

が
４２
．
６
％
で
前
年
度
と
比
較

し
て
０
．
８
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し

て
お
り
、
好
転
し
て
い
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
経
常
収

支
比
率
も
８９
．
５
％
で
前
年
度

と
比
較
し
て
１
．
４
ポ
イ
ン
ト

上
昇
し
て
い
る
た
め
、
町
財
政

の
硬
直
化
が
懸
念
さ
れ
る
。

国
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な

経
済
対
策
を
講
じ
て
い
る
が
、

地
域
経
済
は
、
す
ぐ
に
好
転
す

る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、今
後
、

消
防
庁
舎
、
学
校
施
設
、
給
食

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
大
型
事
業
も

控
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
予
算

の
執
行
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
か

つ
効
率
的
に
執
行
す
る
こ
と
を

望
む
も
の
で
あ
る
。

【
個
別
的
事
項
】

⑴
廃
棄
物
収
集
に
つ
い
て
は
、

平
成
２５
年
４
月
１
日
よ
り
既
存

の
協
業
組
合
に
２
社
が
加
盟
し
、

七
飯
町
内
の
５
社
全
て
の
一
般

廃
棄
物
収
集
業
者
が
加
盟
し
た

協
業
組
合
と
な
る
こ
と
が
決
定

し
て
い
る
。

町
は
、
以
前
か
ら
町
内
の
一

般
廃
棄
物
収
集
業
者
が
一
本
化

し
、
組
合
が
設
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９１億０,０００万円

６９億８,５２０万円

３５億４,０００万円

３億７,９００万円

２０億０,６００万円

１０億４,２２０万円

１,８００万円

７億２,０４６万円

１６８億０,５６６万円

予　算　額会　計　名

合　　　　　計

一 般 会 計

特 別 会 計

水 道 事 業（企業会計）

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

下 水 道 事 業

土 地 造 成 事 業

平成２５年度各会計予算


